
専
門
的
援
助
と
住
民
主
体
の
福
祉
活
動
の
協
働
を
す
す
め
る
た
め
に

改
正
社
会
福
祉
法
ス
タ
ー
ト 

〜
社
会
福
祉
法
人
制
度
改
革
の
概
要
と
社
協
の
取
り
組
み

特
集
❶

特
集
❷
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❸
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P.12 ●社協活動最前線
東海村社会福祉協議会（茨城県）
総合的な生活支援体制を構築し、
課題を抱える住民と家族を支える

●災害に備える地域づくり〔第4回〕
伊勢市社会福祉協議会（三重県）①
災害ボランティアセンターの常設化に向けて

●　　　 明日への一歩～ノーマインタビュー～
明治学院大学
社会学部社会福祉学科教授　新保 美香氏
「その人らしく」を第一に考えた支援を
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は
じ
め
に

　

今
回
の
改
正
社
会
福
祉
法
（
以
下
、
新
法
）

を
契
機
と
し
、
社
協
は
、
高
い
公
益
性
が
求

め
ら
れ
る
社
会
福
祉
法
人
と
し
て
組
織
の
ガ

バ
ナ
ン
ス
強
化
や
透
明
性
の
向
上
を
す
す
め

る
と
と
も
に
、
地
域
福
祉
を
推
進
す
る
「
協

議
体
」
と
し
て
の
特
性
を
発
揮
し
て
、
社
会

福
祉
法
人
・
福
祉
施
設
と
の
協
働
に
よ
る
公

益
的
な
取
り
組
み
を
推
進
す
る
こ
と
等
が
期

待
さ
れ
て
い
る
。

  

新
法
の
具
体
的
な
運
用
に
つ
い
て
は
、
今

後
発
出
さ
れ
る
政
省
令
や
通
知
に
委
ね
ら
れ

て
い
る
部
分
も
多
い
が
、
今
号
で
は
現
段
階

で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
内
容
を
中
心
に
解

説
し
、
社
会
福
祉
法
人
と
し
て
の
社
協
組
織

に
関
す
る
主
な
対
応
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て

ふ
れ
る
。

  

な
お
、
社
協
モ
デ
ル
定
款
に
つ
い
て
は
、

今
後
発
出
さ
れ
る
見
込
み
の
政
省
令
お
よ
び

関
係
通
知
を
踏
ま
え
て
対
応
を
検
討
す
る
予

定
で
あ
る
。

１
．  経
営
組
織
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
強
化

　

経
営
組
織
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
強
化
の
観
点

か
ら
、
新
法
で
は
図
表
1
の
よ
う
な
見
直
し

が
行
わ
れ
た
。

⑴
評
議
員

ポ
イ
ン
ト 

⃝

理
事
と
評
議
員
の
兼
務
禁
止

⃝

評
議
員
の
選
任
手
順
、
任
期
の
見
直
し

（
2
年
⇒
4
年
）

⃝

選
任
の
条
件
（「
特
殊
な
関
係
」）

⃝
‌�

小
規
模
法
人
等
の
評
議
員
確
保
への
支
援

❶
評
議
員
会
の
必
置
化

　

改
正
前
の
社
会
福
祉
法
（
以
下
、
旧
法
）

で
は
、
保
育
所
や
介
護
施
設
の
み
を
運
営
す

る
社
会
福
祉
法
人
で
は
評
議
員
会
は
任
意
設

置
と
な
っ
て
い
た
が
、
今
回
の
改
正
に
よ
り

す
べ
て
の
社
会
福
祉
法
人
に
設
置
が
義
務
づ

け
さ
れ
た
。
新
法
で
は
評
議
員
会
は
理
事
等

の
選
任
・
解
任
や
役
員
報
酬
の
決
定
な
ど
の

重
要
事
項
を
決
議
す
る
議
決
機
関
と
位
置
づ

け
ら
れ
、
理
事
会
へ
の
け
ん
制
機
能
を
果
た

す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。（
図
表
2
）

　

社
協
で
は
、
法
改
正
前
か
ら
評
議
員
会
を

議
決
機
関
と
し
て
モ
デ
ル
定
款
に
位
置
づ
け
、

設
置
を
す
す
め
て
き
た
。
た
だ
し
、
現
在
の

評
議
員
の
中
に
は
、
後
述
す
る
評
議
員
の
条

件
を
満
た
さ
な
い
理
事
と
兼
務
し
て
い
る
評

特　集　1
　
平
成
28
年
3
月
31
日
、
社
会
福
祉
法
人
制
度
改
革
と
福
祉
人
材
確
保
の
促
進
を
柱
と
す
る
社

会
福
祉
法
改
正
案
が
成
立
し
、
4
月
1
日
か
ら
一
部
施
行
さ
れ
た
。
今
号
で
は
、
社
協
の
経
営

組
織
に
関
連
す
る
部
分
を
中
心
に
、
改
正
社
会
福
祉
法
の
概
要
を
解
説
す
る
。

改
正
社
会
福
祉
法
ス
タ
ー
ト

〜 
社
会
福
祉
法
人
制
度
改
革
の
概
要
と 

社
協
の
取
り
組
み

図表 1　経営組織の在り方について

●理事会による理事・理事長に対する牽制機能が制度化されていない。
●理事、理事長の役割、権限の範囲が明確でない。
（注）理事会、理事長は通知に規定が置かれている。

●評議員会は、任意設置の諮問機関であり、理事・理事長に対する牽
　制機能が不十分。
　（審議事項）
　・定款の変更　・理事・監事の選任　等

●理事会を業務執行に関する意思決定機関として位置付け、理事・理事長
　に対する牽制機能を働かせる。
●理事等の義務と責任を法律上規定。

●評議員会を法人運営の基本ルール・体制の決定と事後的な監督を行う機
　関として位置付け、必置の議決機関とする。
　※小規模法人について評議員定数の経過措置
　（決議事項）
　・定款の変更　・理事・監事・会計監査人の選任、解任
　・理事・監事の報酬の決定等

●監事の理事・使用人に対する事業報告の要求や財産の調査権限、理
　事会に対する報告義務等が定められていない。

●監事の権限、義務（理事会への出席義務、報告義務等）、責任を法律上
　規定。

●資産額 100億円以上若しくは負債額 50億円以上又は収支決算額 10
　億円以上の法人は 2年に 1回、その他の法人は 5年に 1回の外部監
　査が望ましいとしている（通知）。

●一定規模以上の法人への会計監査人による監査の義務付け（法律）。

厚生労働省資料

理事
理事長
理事会

評議員
評議員会

会計
監査人

監事

＜現行＞ ＜見直し後＞

図表 2　経営組織の概要

定款変更、決算承認等の
議案提出

議案等の調査報告

理事の選任・解任
選任・解任

職務執行・決算書類の監査・調査、
行為の差止め

執行状況の
報告

解任

理事長（会長）の選定・解職 報告

決算書類の監査、会計に関する報告要求・調査

評議員会
（議決機関）

理事会
（執行機関）

理事長（会長）
（執行機関）

監事
（監査機関）

会計監査人



3    2016  NORMA  APRIL｜MAY  No.296

改正社会福祉法スタート
～社会福祉法人制度改革の概要と社協の取り組み特　集　1

議
員
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
ほ
か
、

選
任
の
手
続
き
に
つ
い
て
も
、
新
法
で
は
理

事
会
が
評
議
員
を
選
任
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
た
め
、
新
法
に
基
づ
い
て
改
め
て
選
任
し

直
す
必
要
が
あ
る
。

❷
評
議
員
の
条
件

　

評
議
員
は
、
社
会
福
祉
法
人
の
適
正
な
運

営
に
必
要
な
識
見
を
有
す
る
者
の
中
か
ら
定

款
の
定
め
に
よ
り
選
任
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
評
議
員
に
は
次
の
よ
う
な
条

件
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。

⃝
‌�

役
員
（
理
事
・
監
事
）
及
び
そ
の
法
人

の
職
員
は
評
議
員
を
兼
務
で
き
な
い
。

⃝
‌�

評
議
員
の
数
は
定
款
で
定
め
た
理
事
の

数
を
超
え
る
人
数
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

⃝
‌�

評
議
員
の
う
ち
に
は
、
各
評
議
員
に
つ

い
て
、
そ
の
配
偶
者
及
び
三
親
等
以
内

の
親
族
そ
の
他
各
評
議
員
と
特
殊
の
関

係
が
あ
る
者
が
含
ま
れ
て
は
な
ら
な
い
。

⃝
‌�

評
議
員
の
う
ち
に
は
、
各
役
員
に
つ
い

て
、
そ
の
配
偶
者
及
び
三
親
等
以
内
の

親
族
そ
の
他
各
役
員
と
特
殊
の
関
係
が

あ
る
者
が
含
ま
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　

こ
れ
ま
で
評
議
員
は
理
事
を
兼
ね
る
こ
と

が
で
き
た
が
、
理
事
と
評
議
員
会
の
適
切
な

け
ん
制
関
係
を
築
く
た
め
兼
務
は
認
め
ら
れ

な
い
こ
と
と
な
っ
た
の
で
注
意
が
必
要
で
あ

る
。

  

ま
た
、
旧
法
で
は
理
事
に
つ
い
て
規
定
さ

れ
て
い
た
「
特
殊
の
関
係
が
あ
る
者
」
の
制

限
に
つ
い
て
、
評
議
員
が
法
制
化
さ
れ
た
こ

と
に
と
も
な
っ
て
評
議
員
に
は
「
含
ま
れ
て

は
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
た
。「
特
殊
の
関
係
」

に
つ
い
て
は
、
現
行
で
は
左
記
の
通
り
と

な
っ
て
い
る
。
社
協
は
、
社
団
的
な
性
格
を

有
し
組
織
構
成
員
会
員
の
代
表
者
を
評
議
員

と
す
る
構
成
で
あ
る
た
め
、「
特
殊
の
関
係
」

に
あ
る
評
議
員
が
い
る
場
合
も
多
い
と
考
え

ら
れ
る
。
新
法
に
お
け
る
「
特
殊
の
関
係
」

の
範
囲
に
つ
い
て
は
現
段
階
で
は
示
さ
れ
て

い
な
い
が
、
今
後
そ
の
内
容
を
注
視
し
、
評

議
員
の
人
選
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
。

〈
現
行
の
「
特
殊
な
関
係
者
の
範
囲
」 

（
社
会
福
祉
法
人
審
査
基
準
）〉

①
当
該
役
員
と
親
族
関
係
に
あ
る
者
（
具

体
的
に
は
6
親
等
内
の
血
族
、
配
偶
者
、

3
親
等
内
の
姻
族
）

②
当
該
役
員
と
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な

い
が
、
事
実
上
婚
姻
と
同
様
の
事
情
に

あ
る
者

③
当
該
役
員
の
使
用
人
及
び
当
該
役
員
か

ら
受
け
る
金
銭
そ
の
他
の
財
産
に
よ
っ

て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
者

④
②
又
は
③
の
親
族
で
、
こ
れ
ら
の
者
と

生
計
を
一
に
し
て
い
る
者

⑤
当
該
役
員
が
役
員
と
な
っ
て
い
る
会
社

の
役
員
、
使
用
人
及
び
当
該
会
社
の
経

営
に
従
事
す
る
他
の
者
並
び
に
当
該
会

社
の
使
用
人
で
あ
っ
て
、
役
員
と
同
等

の
権
限
を
有
す
る
者

⑥
①
～
④
の
者
と
同
族
会
社
の
関
係
に
あ

る
法
人
の
役
員
及
び
使
用
人

　

な
お
、
評
議
員
の
人
材
に
つ
い
て
は
、
厚

生
労
働
省
資
料
の
中
で
次
の
よ
う
な
例
示
が

さ
れ
て
い
る
。

⃝
‌�

社
会
福
祉
事
業
や
学
校
な
ど
そ
の
他
の

公
益
事
業
の
経
営
者

⃝
‌�

社
会
福
祉
に
関
す
る
学
識
経
験
者
（
大

学
教
員
等
）

⃝
‌�

社
会
福
祉
法
人
に
関
与
し
た
こ
と
の
あ

る
弁
護
士
、
公
認
会
計
士
、
税
理
士

⃝
‌�

地
域
の
福
祉
関
係
者
（
民
生
委
員
・
児

童
委
員
）

⃝
‌�

退
職
後
一
定
期
間
の
経
過
し
た
社
会
福

祉
法
人
職
員
Ｏ
Ｂ

⃝
‌�

地
域
の
経
済
団
体
が
適
切
な
も
の
と
し

て
推
薦
す
る
者

❸  

小
規
模
法
人
に
お
け
る
対
応
と 

社
協
の
役
割

  

法
改
正
に
よ
り
す
べ
て
の
社
会
福
祉
法
人

に
お
い
て
評
議
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
と
な

る
が
、
小
規
模
な
社
会
福
祉
法
人
に
お
い
て

は
、
評
議
員
に
適
切
な
人
材
を
確
保
す
る
こ

と
が
難
し
い
場
合
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
た

め
、
地
域
の
福
祉
活
動
を
行
う
住
民
や
関
係

団
体
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
有
す
る
社
協
に

は
、
評
議
員
に
ふ
さ
わ
し
い
地
域
住
民
や
専

門
家
の
人
材
の
情
報
提
供
を
行
う
と
い
っ
た

支
援
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

　

評
議
員
の
確
保
に
関
す
る
支
援
は
、
社
会

福
祉
法
人
と
の
連
携
を
強
化
す
る
と
と
も
に

社
会
福
祉
法
人
が
提
供
す
る
多
様
な
福
祉

サ
ー
ビ
ス
と
地
域
社
会
の
結
び
つ
き
を
強
め

る
た
め
、
社
協
の
本
来
的
な
役
割
と
し
て
取

り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。
今
後
、
本
会

に
お
い
て
具
体
的
な
対
応
方
法
や
実
施
上
の

留
意
点
を
整
理
し
、
提
示
す
る
予
定
で
あ
る
。

❹
評
議
員
の
数
・
任
期

　

新
法
に
お
い
て
、
評
議
員
は
理
事
の
数
を

超
え
る
数
と
さ
れ
て
い
る
。
理
事
は
6
名
以

上
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
評
議
員
は
7
名
以

上
と
な
る
。
現
行
の
モ
デ
ル
定
款
で
は
、
評

議
員
は
理
事
定
数
の
2
倍
以
上
と
さ
れ
て
い

る
の
で
、
各
法
人
に
お
い
て
改
め
て
定
数
を

定
め
る
必
要
が
あ
る
。
一
般
的
に
評
議
員
の

定
数
は
、
法
人
の
事
業
の
規
模
、
性
質
、
内

容
等
に
応
じ
、
適
切
な
数
と
す
る
必
要
が
あ

る
。

  

な
お
、
小
規
模
な
法
人
に
つ
い
て
は
、
法

施
行
後
か
ら
3
年
間
は
評
議
員
の
数
を
4
名

以
上
と
す
る
経
過
措
置
が
採
ら
れ
て
い
る
。

「
小
規
模
な
法
人
」
の
基
準
は
政
令
事
項
と

な
っ
て
お
り
、
今
後
明
ら
か
に
な
る
予
定
で

あ
る
。

　

評
議
員
の
任
期
は
こ
れ
ま
で
2
年
と
さ
れ

て
い
た
が
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化
の
観
点
か
ら

新
法
で
は
4
年
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
定
款

の
定
め
に
よ
り
6
年
以
内
ま
で
伸
ば
す
こ
と

が
で
き
る
。

　

現
在
の
評
議
員
の
任
期
に
つ
い
て
は
、
新

法
の
附
則
に
よ
り
、
平
成
29
年
3
月
31
日
ま



4

で
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
新
評
議
員
の
選
任

方
法
に
つ
い
て
定
款
を
改
正
し
所
轄
庁
の
認

可
を
受
け
た
う
え
で
、
平
成
28
年
度
中
に
新

評
議
員
の
選
任
を
行
う
必
要
が
あ
る
。（
新
評

議
員
の
任
期
は
平
成
29
年
4
月
1
日
か
ら
）

❺
評
議
員
の
選
任
方
法

　

評
議
員
の
選
任
方
法
は
、
定
款
に
定
め
る

こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
社
協
モ
デ

ル
定
款
で
は
、
評
議
員
に
つ
い
て
「
こ
の
法

人
の
趣
旨
に
賛
同
し
て
協
力
す
る
者
の
な
か

か
ら
理
事
会
の
同
意
を
得
て
会
長
が
委
嘱
す

る
」
と
さ
れ
て
い
た
が
、
新
法
で
は
理
事
ま

た
は
理
事
会
が
評
議
員
を
選
任
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。

  

具
体
的
な
取
り
扱
い
は
、
今
後
国
が
示
す

内
容
を
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
が
、
一
般
財

団
法
人
・
公
益
財
団
法
人
を
参
考
に
定
款
で

定
め
る
方
法
（
選
任
委
員
会
ま
た
は
評
議
員

会
の
議
決
等
）
の
方
向
性
が
示
さ
れ
て
お
り
、

社
協
に
お
い
て
も
こ
う
し
た
対
応
が
必
要
と

な
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑵
理
事
・
理
事
長

ポ
イ
ン
ト 

⃝

理
事
・
理
事
長
の
役
割
や
権
限
の
範
囲

の
明
確
化

　

理
事
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
も
必
置
と

な
っ
て
い
た
が
、
役
割
や
権
限
の
範
囲
に
つ

い
て
法
文
上
は
規
定
が
な
く
通
知
に
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
た
。
新
法
で
は
組
織
経
営
の
ガ

バ
ナ
ン
ス
を
強
化
す
る
観
点
か
ら
理
事
お
よ

び
理
事
長
の
義
務
と
責
任
を
法
律
上
に
規
定

し
た
。

❶
理
事
の
人
数
、
選
任

　

理
事
の
選
任
は
評
議
員
会
の
議
決
に
よ
る

こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
理
事
の
人
数
は
6
名

以
上
と
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、

選
任
に
あ
た
っ
て
次
の
制
限
に
注
意
が
必
要

で
あ
る
。

⃝

各
理
事
に
つ
い
て
、
そ
の
配
偶
者
及
び

三
親
等
以
内
の
親
族
、
そ
の
他
省
令
で

定
め
る
理
事
と
特
殊
な
関
係
に
あ
る
者

が
3
人
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

⃝

理
事
、
そ
の
配
偶
者
及
び
三
親
等
以
内

の
親
族
、
そ
の
他
省
令
で
定
め
る
理
事

と
特
殊
な
関
係
に
あ
る
者
が
理
事
の
総

数
の
3
分
の
1
を
超
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
。

❷
理
事
会

　

理
事
会
は
す
べ
て
の
理
事
で
構
成
し
次
の

職
務
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

⃝

社
会
福
祉
法
人
の
業
務
執
行
の
決
定

⃝

理
事
の
職
務
の
執
行
の
監
督

⃝

理
事
長
の
選
定
及
び
解
職

　

な
お
、
理
事
会
の
決
議
は
理
事
の
過
半
数

が
出
席
し
、
そ
の
過
半
数
を
も
っ
て
行
わ
れ

る
。
ま
た
、
議
事
に
特
別
の
利
害
関
係
を
有

し
て
い
る
理
事
は
議
事
に
加
わ
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

❸
理
事
長
（
会
長
）

　

理
事
長
（
社
協
の
場
合
は
会
長
）
は
理
事

会
に
お
い
て
選
定
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、

社
会
福
祉
法
人
の
業
務
に
関
す
る
一
切
の
行

為
に
つ
い
て
権
限
を
有
す
る
。
理
事
長
の
権

限
は
他
の
理
事
に
比
べ
て
非
常
に
大
き
く
、

理
事
長
は
3
か
月
に
1
回
以
上
（
定
款
に
定

め
れ
ば
年
2
回
と
す
る
こ
と
も
可
能
）
職
務

の
状
況
を
理
事
会
に
報
告
す
る
義
務
が
あ
る
。

な
お
、
理
事
会
の
決
議
に
よ
っ
て
社
会
福
祉

法
人
の
業
務
を
執
行
す
る
理
事
を
理
事
長
以

外
に
選
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
理
事
長
以

外
に
代
表
権
を
有
す
る
理
事
を
置
く
場
合
に

は
、
会
長
の
職
務
と
明
確
に
分
け
る
た
め
、

定
款
に
お
い
て
そ
の
代
表
権
を
制
限
す
る
こ

と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

⑶
監
事
、
会
計
監
査
人

ポ
イ
ン
ト 

⃝

監
事
の
権
限
、
義
務
の
明
確
化

⃝

会
計
監
査
人
の
設
置
（
条
件
あ
り
）

　

新
法
で
は
、
理
事
会
へ
の
牽
制
機
能
の
強

化
を
図
る
た
め
、
監
事
の
権
限
や
理
事
会
へ

の
出
席
・
報
告
の
義
務
、
責
任
を
明
確
に
定

め
た
。

❶
監
事
の
資
格

　

監
事
は
2
名
以
上
と
な
っ
て
お
り
、
必
ず

置
く
必
要
が
あ
る
。
監
事
は
そ
の
法
人
の
理

事
ま
た
は
評
議
員
を
兼
ね
る
こ
と
は
で
き
ず
、

次
の
者
が
含
ま
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。

⃝
‌�

社
会
福
祉
事
業
の
経
営
に
関
す
る
見
識

を
有
す
る
者

⃝
‌�

財
務
管
理
に
関
し
て
見
識
を
有
す
る
者

❷
監
事
の
権
限
等

　

監
事
は
理
事
の
職
務
の
執
行
を
監
査
し
、

監
査
報
告
を
作
成
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

監
事
の
義
務
や
権
限
に
つ
い
て
、
新
た
に
次

の
通
り
明
確
化
さ
れ
た
。

①
理
事
会
へ
の
報
告
義
務

②
理
事
会
へ
の
出
席
義
務

③
評
議
員
会
へ
の
報
告
義
務

④
理
事
の
行
為
の
差
し
止
め

❸
会
計
監
査
人

　

会
計
監
査
人
は
評
議
員
会
の
議
決
に
よ
り

選
任
さ
れ
、
社
会
福
祉
法
人
の
計
算
書
類
お

よ
び
そ
の
付
属
明
細
書
、
財
産
目
録
そ
の
他

省
令
で
定
め
る
書
類
を
監
査
し
、
会
計
監
査

報
告
書
を
作
成
す
る
。
新
法
で
は
、
一
定
の

規
模
以
上
の
社
会
福
祉
法
人
（
特
定
社
会
福

祉
法
人
）
は
、
会
計
監
査
人
を
置
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の

具
体
的
な
規
模
は
今
後
政
令
で
示
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
。（
社
会
保
障
審
議
会
福
祉
部
会

報
告
で
は
、
収
益
が
10
億
円
以
上
又
は
負
債

が
20
億
円
以
上
の
場
合
に
会
計
監
査
人
を
必

置
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。）
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⑷
役
員
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
明
確
化

　

役
員
等
（
理
事
、
監
事
、
会
計
監
査
人
）

お
よ
び
評
議
員
の
社
会
福
祉
法
人
に
対
す
る

損
害
賠
償
責
任
が
法
文
上
明
確
化
さ
れ
た
。

役
員
等
ま
た
は
評
議
員
が
そ
の
任
務
を
怠
っ

た
時
に
は
、
社
会
福
祉
法
人
に
対
し
て
生
じ

た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
こ
と
と
な

る
。
た
だ
し
、
責
任
の
一
部
免
除
や
責
任
限

定
契
約
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
第
三

者
に
対
し
て
も
、
そ
の
職
務
を
行
う
に
あ

た
っ
て
悪
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
が
あ
っ
た

時
に
は
、
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
が
、

そ
の
者
が
注
意
を
怠
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
証

明
し
た
時
は
、
責
任
が
免
除
さ
れ
る
。

　

な
お
、
他
の
役
員
や
評
議
員
も
、
そ
の
損

害
賠
償
責
任
を
負
う
時
に
は
連
帯
債
務
者
と

な
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

  

ま
た
、
役
員
等
へ
の
背
任
罪
、
収
賄
・
贈

賄
罪
の
適
用
も
新
法
に
明
記
さ
れ
、
該
当
し

た
場
合
に
は
懲
役
も
し
く
は
罰
金
が
科
せ
ら

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

2
．
事
業
運
営
の
透
明
性
の
向
上

ポ
イ
ン
ト 

⃝

公
表
す
べ
き
も
の
と
し
て
定
款
、
役
員

報
酬
基
準
、
役
員
区
分
ご
と
の
報
酬
総

額
、
事
業
計
画
等
が
追
加

　

す
で
に
、
平
成
26
年
の
通
知
（「
社
会
福
祉

法
人
の
認
可
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ

い
て
）
に
よ
り
社
会
福
祉
法
人
は
財
務
諸
表

や
現
況
報
告
書
の
公
開
が
義
務
づ
け
ら
れ
た

が
、
法
改
正
に
よ
り
こ
れ
ら
に
加
え
て
定
款

等
の
公
開
が
明
文
化
さ
れ
た
。（
図
表
3
）

3
．
財
務
規
律
の
強
化

ポ
イ
ン
ト 

⃝

役
員
報
酬
基
準
の
作
成
、
公
表

⃝

役
員
等
へ
の
特
別
な
利
益
供
与
の
禁
止

⃝

社
会
福
祉
充
実
残
額
の
算
定
⇒
基
金

等
の
扱
い
に
注
意

⃝

地
域
協
議
会
へ
の
取
り
組
み

❶ 

役
員
報
酬
基
準
の
作
成
、
公
表

　

新
法
で
は
、
役
員
お
よ
び
評
議
員
の
報
酬

の
決
定
に
つ
い
て
、「
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
民
間
事
業
者
の
役
員
の

報
酬
等
及
び
従
業
員
の
給
与
、
当
該
社
会
福

祉
法
人
の
経
理
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考

慮
し
て
、
不
当
に
高
額
な
も
の
と
な
ら
な
い

よ
う
な
支
給
の
基
準
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
さ
れ
、
さ
ら
に
報
酬
等
の
基
準
は

評
議
員
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
さ
れ
た
。

　

社
会
福
祉
法
人
の
役
員
等
お
よ
び
評
議
員

に
対
す
る
報
酬
に
つ
い
て
は
、そ
の
基
準
に
し

た
が
っ
て
報
酬
を
支
給
す
る
と
と
も
に
、
基

準
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。

❷  
役
員
等
へ
の
特
別
な
利
益
供
与
の
禁
止

　

社
会
福
祉
法
人
は
事
業
の
実
施
に
あ
た
り
、

評
議
員
、
理
事
、
監
事
、
職
員
そ
の
他
省
令
で

定
め
る
法
人
の
関
係
者
に
対
し
て
特
別
の
利

益
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。
社
協

の
場
合
、
例
え
ば
評
議
員
が
所
属
す
る
社
会

福
祉
法
人
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
が
、
社
協
の
行
う
助
成

事
業
の
助
成
先
と
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
も

考
え
ら
れ
る
。
公
表
さ
れ
た
要
綱
や
委
員
会

に
よ
る
審
査
に
基
づ
い
て
助
成
を
実
施
し
て

い
る
な
ど
、合
理
性
を
有
し
て
い
れ
ば
こ
れ
に

該
当
し
な
い
と
想
定
さ
れ
る
が
、
利
益
供
与

に
あ
た
ら
な
い
よ
う
改
め
て
具
体
的
な
取
り

扱
い
を
見
直
し
て
お
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

❸
社
会
福
祉
充
実
残
額
の
算
定

　

今
回
の
社
会
福
祉
法
人
制
度
改
革
の
発
端

と
な
っ
た
、
一
部
の
社
会
福
祉
法
人
で
の
多

額
の「
内
部
留
保
」へ
の
指
摘
を
踏
ま
え
、
新

法
で
は
、
毎
会
計
年
度
に
お
い
て
、
社
会
福

祉
法
人
が
有
す
る
財
産
か
ら
事
業
継
続
に
必

要
な
最
低
限
の
財
産
を
引
い
た
残
額
を
、
社

会
福
祉
の
充
実
に
再
投
下
す
る
こ
と
と
さ
れ

た
。
社
会
福
祉
充
実
計
画
を
策
定
す
べ
き
対

象
と
な
る
会
計
年
度
は
平
成
28
年
度
以
降
で

あ
り
、
計
算
の
結
果
、
社
会
福
祉
充
実
残
高

の
生
じ
た
法
人
は
平
成
29
年
6
月
末
ま
で
に

所
轄
庁
に
対
し
て
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
申

請
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

計算式

A
貸借対照
表の「資
産の部」 
―「負債
の部」で
得た額

―

B
現に行っ
ている事
業を継続
するため
に必要な
額

=
社会福
祉充実
残額

図表 3　情報開示の見直し
改正後 改正前

備え置き・
閲覧 公表 備え置き・

閲覧 公表

事業報告 ○ ― ○ ―

財産目録 ○ ― ○ ―

貸借対照表 ○ ○ ○
○

（通知）

収支計算書
（事業活動計
算書・資金収
支計算書）

○ ○ ○
○

（通知）

監査報告書 ○ ― ○ ―

現況報告書
（役員名簿、
補助金、社会
貢献活動に係
る支出額、役
員の親族等と
の取引状況を
含む）

○ ○ ―
○

（通知）

役員区分ごと
の報酬総額

○
（※）

○
（※）

― ―

定款 ○ ○ ― ―

役員報酬基準 ○ ○ ― ―

事業計画書 ○ ― ― ―

（※）現況報告書に記載。
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「
B
現
に
行
っ
て
い
る
事
業
を
継
続
す
る

た
め
に
必
要
な
額
」
に
、
具
体
的
に
何
を
含

む
の
か
に
つ
い
て
は
、
福
祉
部
会
報
告
で
次

の
よ
う
な
考
え
方
が
示
さ
れ
て
お
り
、
今
後

省
令
で
定
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

⃝
‌�

社
会
福
祉
法
に
基
づ
く
事
業
に
活
用
し

て
い
る
不
動
産
等
（
土
地
、
建
物
、
設

備
な
ど
）

⃝
‌�

現
在
の
事
業
の
再
生
産
に
必
要
な
財
産

（
建
替
、
大
規
模
修
繕
に
必
要
な
自
己

資
金
）

⃝
‌�

必
要
な
運
転
資
金
（
事
業
未
収
金
、
緊

急
の
支
払
い
や
当
面
の
出
入
金
の
タ
イ

ム
ラ
グ
へ
の
対
応
）

⃝
‌�

基
本
金
及
び
国
庫
補
助
等
特
別
積
立
金

　

社
協
が
事
業
を
行
う
た
め
に
保
有
し
て
い

る
基
金
等
（
生
活
福
祉
資
金
貸
付
事
業
、
各

種
共
済
事
業
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
基
金
等
）
は
、

「
事
業
の
継
続
に
必
要
な
額
」に
あ
た
る
と
想

定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
「
運
営
資
金

積
立
金
」
の
よ
う
に
目
的
や
具
体
的
な
使
途

が
不
明
確
な
も
の
、
実
施
要
綱
や
運
営
委
員

会
等
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
充
分
整
備
さ
れ
て
い

な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
余
裕
財
産
と
な
る

可
能
性
も
考
え
ら
れ
、
目
的
や
運
用
に
つ
い

て
確
認
し
て
必
要
な
対
応
を
と
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
。

　

ま
た
、「
余
裕
財
産
の
明
確
化
」
に
お
い
て

は
、
決
算
に
お
け
る
財
務
諸
表
が
基
準
と

な
っ
て
お
り
会
計
処
理
が
適
正
に
行
わ
れ
て

い
る
こ
と
が
大
前
提
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
会

計
の
原
則
に
則
っ
た
適
正
な
処
理
を
徹
底
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
。

❹ 

社
会
福
祉
充
実
計
画

　

社
会
福
祉
充
実
計
画
は
、
社
会
福
祉
充
実

残
高
を
再
投
下
し
て
現
に
行
っ
て
い
る
社
会

福
祉
事
業
・
公
益
事
業
の
充
実
や
新
規
の
社

会
福
祉
事
業
・
公
益
事
業
の
実
施
に
つ
い
て

計
画
す
る
も
の
で
、
平
成
28
年
度
決
算
か
ら

対
象
と
な
る
。

　

社
会
福
祉
充
実
計
画
に
お
い
て
行
う
事
業

に
つ
い
て
は
、
図
表
4
に
あ
る
通
り
、
1
番

め
に
社
会
福
祉
事
業
等
に
関
す
る
施
設
の
新

設
や
増
設
、
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
の
展
開
、
人

材
へ
の
投
資
と
い
っ
た
社
会
福
祉
事
業
等
、

2
番
め
に
地
域
公
益
事
業
、
3
番
め
に
公
益

事
業
の
順
に
検
討
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
計
画
の
う
ち
「
地
域
公
益
事
業
」

の
計
画
策
定
に
あ
た
っ
て
は
、
事
業
区
域
の

住
民
等
関
係
者
の
意
見
を
聴
く
必
要
が
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
。
福
祉
部
会
報
告
で
は
、
こ

の
意
見
を
聴
く
場
と
し
て
、「
地
域
協
議
会
」

を
設
置
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
地
域
公

益
事
業
の
実
施
に
あ
た
っ
て
、
地
域
の
ニ
ー

ズ
把
握
や
合
意
形
成
、
活
動
の
周
知
、
広
報
、

活
動
の
評
価
な
ど
の
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と

が
期
待
さ
れ
る
。

　

地
域
協
議
会
の
設
置
、
運
営
方
法
等
に
つ

い
て
は
今
後
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
社

会
保
障
審
議
会
福
祉
部
会
資
料
（
第
12
回
）

で
は
、
地
域
協
議
会
は
所
轄
庁
が
既
存
の
福

祉
に
関
す
る
協
議
会
を
活
用
し
て
開
催
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
と
さ
れ
、
社
協

公益性を担保する財務規律

社会福祉法人の事業

社会福祉事業 公益事業

Ⅰ　適正かつ公正な支出管理
Ⅱ　余裕財産の明確化
Ⅲ　福祉サービスへの再投下

○地域のニーズに対応した新しいサービスの展開、人材へ
　の投資
○無料又は低額な料金による福祉サービスの提供等

Ⅲ 福祉サービスへの再投下

「社会福祉充実計画」（再投下計画）

・公認会計士又は税理士による計画の記載内容の確認
・「地域協議会」による地域の福祉ニーズの反映
・所轄庁による計画の承認
・実績の所轄庁への報告と公表　　　　　　　　　等

「日常生活・社会生活上の支援を必要とする者に
対して無料又は低額な料金により福祉サービスを
提供する責務」

Ⅰ 適正かつ公正な支出管理

・法人による役員報酬基準の
　設定と公表
・役員区分毎の報酬総額の公表

適正な役員報酬

・親族等関係者への特別の利益
　供与を法律上禁止
・関係者との取引内容の公表
　（対象範囲の拡大）

利益供与の禁止

・一定規模以上の法人に会計監
　査人の設置義務化

会計監査人

Ⅱ 余裕財産の明確化利
益

いわゆる内部留保

・会計制度の整備（新会計基準の導入）
・評議員会による内部牽制
・外部監査（会計監査人）の導入
・財務諸表の公表　　　　　　　　等

　　　事業継続に必要な財産
・事業に活用する土地、建物等
・建物の建替、修繕　・手元流動資金

　　　①社会福祉事業等投資額
社会福祉事業等に関する
・施設の新設・増設
・新たなサービスの展開 ・人材への投資

　 　　②「地域公益事業」投資額
・無料又は低額の料金により行う公益事業

③公益事業投資額

厚生労働省資料

図表 4　社会福祉法人の財務規律について
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が
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す

ケ
ー
ス
が
想
定
さ
れ
る
と
し

て
い
る
。

　

地
域
の
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
、

課
題
を
明
ら
か
に
し
て
解
決

の
仕
組
み
や
社
会
資
源
の
開

発
に
つ
な
げ
る
こ
と
は
社
協

本
来
の
機
能
で
あ
り
、
地
域

福
祉
を
推
進
す
る
中
核
的
組

織
と
し
て
役
割
を
発
揮
す
る

た
め
に
は
、
地
域
協
議
会
の

運
営
に
関
わ
る
こ
と
が
必
要

に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
、
地
域
協
議
会
で
の
検
討

内
容
を
地
域
福
祉
活
動
計
画

や
地
域
福
祉
計
画
に
反
映
さ

せ
、
社
会
福
祉
法
人
の
力
を

地
域
福
祉
推
進
に
つ
な
げ
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
地
域

住
民
や
民
生
委
員
・
児
童
委

員
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
Ｎ
Ｐ

Ｏ
、
社
会
福
祉
法
人
な
ど
多

様
な
関
係
者
と
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
活
か
し
、
所
轄
庁
と

連
携
し
な
が
ら
積
極
的
に
取

り
組
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

❺  

地
域
に
お
け
る
公
益
的
な

取
り
組
み
を
実
施
す
る
責

務
　

新
法
で
は
、
第
24
条
第
2

項
に
お
い
て
す
べ
て
の
社
会

福
祉
法
人
に
対
し
、「
日
常

生
活
又
は
社
会
生
活
上
の
支
援
を
必
要
と
す

る
者
に
対
し
て
、
無
料
又
は
低
額
な
料
金
で
、

福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
積
極
的
に
提
供
す
る
よ
う

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
た
。

こ
れ
は
、
多
様
化
・
複
雑
化
す
る
ニ
ー
ズ
に

対
し
て
、
他
の
事
業
主
体
で
は
対
応
が
困
難

な
福
祉
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
て
い
く
と
い
う
社

会
福
祉
法
人
の
本
旨
に
し
た
が
っ
て
求
め
ら

れ
る
役
割
で
あ
り
、
社
会
福
祉
法
人
た
る
社

協
に
も
義
務
づ
け
ら
れ
る
。

　

社
協
は
本
来
こ
う
し
た
制
度
の
狭
間
の

ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
組
織
で
あ
り
、
課
題
解

決
に
向
け
て
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
・
活
動
を
開

発
、
実
施
し
て
き
て
い
る
が
、
制
度
に
基
づ

く
サ
ー
ビ
ス
や
公
費
負
担
の
あ
る
事
業
だ
け

を
や
る
組
織
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
な
い
か
、

住
民
の
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
、
地
域
の
課
題
に

対
応
す
る
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る
か
、
改

め
て
問
い
直
す
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

4
．
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

　

図
表
5
は
、
今
後
の
社
協
組
織
関
係
の
対

応
に
つ
い
て
今
後
想
定
さ
れ
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

4
月
19
日
に
第
16
回
社
会
保
障
審
議
会
福

祉
部
会
が
開
催
さ
れ
、
政
省
令
事
項
に
関
す

る
検
討
が
ス
タ
ー
ト
し
た
が
、
現
段
階
で
は

今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
関
す
る
詳
細
な
資

料
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
政
省
令
や
通
知
の

発
出
時
期
は
未
確
定
で
あ
る
。

図表 5　社会福祉法改正対応スケジュール（社協組織関係）

年度 月
市区町村社協

所轄庁 備考
理事会・評議員会 会計監査人 社会福祉充実計画

H28
年度

4～6

旧理事会・旧評議員会
・決算
・  定款変更（所轄庁変更に関す
る事項）

定款変更の認可（所轄庁
の変更に関する事項）

福祉部会における検討
・  会計監査人設置法人
の対象基準決定
・  控除対象財産の算定
方法の決定

7～

旧理事会・旧評議員会
・定款変更
⇨  定款変更認可申請

新評議員の選任（～H29.3.31）
⇨  評議員選定委員会又は評議員
会による議決

（設置法人となった場合）
会計監査人候補者の選定
⇨  予備調査の実施
⇨  予備調査に基づく改善
支援の実施

改正内容の周知、指導

定款変更の認可（H29.4.1
施行に関する事項）

政省令、通知の発出
社協モデル定款の対応
の検討
（全社協）

3

旧理事会・旧評議員会
・  予算案、事業計画案

旧評議員の任期満了（H29.3.31）

決算見込
⇨  社会福祉充実残額
の試算
⇨  残額有の場合には
社会福祉充実計画
の作成（試行）

H29
年度 4～6

新評議員の任期開始（H29.4.1）

新理事会（旧役員）
・  決算、役員等報酬基準、（社会
福祉充実計画）

・  新役員案、（会計監査人案）
新評議員会
・  決算、役員等報酬基準、（社会
福祉充実計画）

・  新役員、（会計監査人）の選任
新役員の任期開始
新理事会（新役員）
・会長の選定

会計監査人の選任
会計監査契約締結
会計監査開始

社会福祉充実計画の
決定

社会福祉充実計画の申請
現況報告、役員等名簿、役員等
報酬基準等の届出

社会福祉充実計画の承認

※現段階で想定されるスケジュールであり、今後変更される可能性があります。
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1
．
調
査
研
究
の
目
的
・
概
要

⑴
目
的

　

平
成
27
年
度
か
ら
の
介
護
保
険
制
度
改
正
に

よ
り
、
新
し
い
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総

合
事
業
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。
本
事
業
は
、
住
民

等
の
多
様
な
主
体
が
参
画
す
る
生
活
支
援
サ
ー

ビ
ス
を
拡
充
し
、
地
域
の
支
え
合
い
体
制
づ
く

り
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
り
、
住
民
と
専
門
職
が

協
働
し
て
要
支
援
者
等
の
生
活
支
援
や
介
護
予

防
を
す
す
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
住
民
と
専
門
職
の
具
体
的
な
協
働

に
あ
た
っ
て
は
、
本
人
に
関
す
る
情
報
や
支
援

方
針
の
共
有
、
役
割
の
相
互
理
解
、
ケ
ア
プ
ラ

ン
の
あ
り
方
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
が
生
じ
る

こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。

　

本
調
査
研
究
は
、
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、

要
支
援
者
等
の
個
別
事
例
に
着
目
し
た
検
討
を

通
し
て
、
そ
の
状
態
像
や
ニ
ー
ズ
を
明
ら
か
に

す
る
と
と
も
に
、
住
民
と
専
門
職
が
協
働
す
る

際
の
課
題
を
把
握
・
分
析
す
る
こ
と
、
ま
た
そ

の
う
え
で
、
専
門
職
に
求
め
ら
れ
る
役
割
、
効

果
的
な
連
携
・
協
働
の
あ
り
方
、
協
働
を
推
進

す
る
た
め
の
基
盤
整
備
等
に
つ
い
て
明
ら
か
に

す
る
こ
と
を
目
的
に
実
施
し
た
。

⑵
概
要

　

全
国
3
か
所
の
モ
デ
ル
地
域
に
お
い
て
住
民

と
専
門
職
が
一
緒
に
個
別
事
例
を
検
討
す
る
場

を
つ
く
り
、
要
支
援
者
等
へ
の
具
体
的
な
支
援

に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。
モ
デ
ル
事
業
の
取

り
組
み
を
踏
ま
え
、
調
査
研
究
委
員
会
（
委
員

長　

同
志
社
大
学
准
教
授　

永
田
祐
氏
）
に
お

い
て
議
論
を
行
い
、
報
告
書
を
と
り
ま
と
め
た
。

〈
モ
デ
ル
地
域
〉

神
奈
川
県
・
大
磯
町
社
会
福
祉
協
議
会

名
古
屋
市
中
川
区
社
会
福
祉
協
議
会

香
川
県
・
琴
平
町
社
会
福
祉
協
議
会

2
．
報
告
書
の
ポ
イ
ン
ト

 

⑴  

個
別
支
援
に
お
け
る
住
民
と
専
門
職
の
協
働

❶
基
本
的
な
考
え
方

「
本
人
を
主
体
」
と
す
る

⃝
�

協
働
は
、
要
支
援
者
等
の
サ
ー
ビ
ス
の
「
受

け
皿
づ
く
り
」
の
た
め
で
は
な
く
、
本
人
の

よ
り
良
い
暮
ら
し
の
実
現
の
た
め
に
行
わ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
の
主
体
は
本
人
で
あ
る
と
い
う
原
則
を
常

に
確
認
し
徹
底
す
る
必
要
が
あ
る
。

「
サ
ー
ビ
ス
あ
り
き
」
に
し
な
い

⃝
�

専
門
職
は
、
と
も
す
れ
ば
制
度
や
サ
ー
ビ
ス

に
「
あ
て
は
め
る
」
発
想
に
な
り
が
ち
。

「
サ
ー
ビ
ス
あ
り
き
」
の
発
想
か
ら
脱
却
し
、

本
人
が
本
当
に
望
ん
で
い
る
こ
と
、
本
人
や

周
り
の
住
民
の
支
え
で
す
で
に
や
っ
て
い
る

こ
と
を
改
め
て
ア
セ
ス
メ
ン
ト
し
た
う
え
で
、

必
要
な
支
援
を
考
え
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

❷
専
門
職
に
期
待
さ
れ
る
役
割

地
域
づ
く
り
の
意
識
、
住
民
に
よ
る
福
祉
活
動

の
価
値
の
理
解

⃝
�

専
門
職
は
、
制
度
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
だ
け
で

支
え
よ
う
と
す
る
考
え
方
や
意
識
を
変
え
、

個
別
の
支
援
を
通
し
て
地
域
づ
く
り
を
す
す

め
る
意
識
を
も
つ
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

⃝
�

ま
た
、「
サ
ー
ビ
ス
や
人
材
が
不
足
す
る
か
ら

住
民
の
手
を
借
り
る
」
の
で
は
な
く
、
要
支

援
者
等
が
地
域
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
つ
な
が
り

に
支
え
ら
れ
、
時
に
は
支
援
の
担
い
手
と
し

て
役
割
を
も
っ
て
暮
ら
す
生
活
者
と
し
て
存

在
す
る
た
め
に
、
住
民
に
よ
る
支
援
こ
そ
が

有
効
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
必
要
と
さ
れ
る
。

専
門
性
を
活
か
し
た
役
割

⃝
�

病
気
や
障
害
の
特
性
に
つ
い
て
専
門
職
と
し

て
の
知
識
や
ス
キ
ル
を
住
民
に
伝
え
る
。

⃝
�

自
ら
の
困
っ
て
い
る
状
況
を
周
囲
に
う
ま
く

伝
え
ら
れ
な
い
人
に
対
し
て
住
民
と
の
橋
渡

し
役
に
な
る
。

⃝
�

周
囲
か
ら
の
支
援
を
拒
否
し
て
い
る
人
に
対

し
て
関
わ
り
の
扉
を
開
け
て
も
ら
う
よ
う
な

専
門
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
う
こ
と
な
ど
。

❸
支
援
の
各
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
ポ
イ
ン
ト

⃝
�

住
民
と
専
門
職
の
協
働
は
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
、

ケ
ア
プ
ラ
ン
の
作
成
（
支
援
方
法
の
選
択
）、

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
意
識

的
に
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。（
図
1
）

❹ 

専
門
職
と
住
民
の
間
で
の
情
報
や
支
援
方
針

の
共
有

⃝
�

専
門
用
語
の
言
い
換
え
や
制
度
に
関
す
る
丁

寧
な
説
明
、
本
人
に
関
す
る
情
報
の
可
視
化
、

ジ
ェ
ノ
グ
ラ
ム
・
エ
コ
マ
ッ
プ
の
活
用
に
よ

り
、
効
果
的
な
話
し
合
い
に
つ
な
げ
る
。

⃝
�

専
門
職
の
役
割
や
支
援
の
視
点
を
伝
え
相
互

理
解
を
す
す
め
る
。

⃝
�

個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
な
取
り
扱

特　集　2
　
新
し
い
総
合
事
業
へ
の
移
行
に
よ
り
、
専
門
職
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
に
加
え
て
、
住
民
主
体
等
の

多
様
な
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
に
よ
っ
て
要
支
援
者
等
を
支
え
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

　
地
域
で
の
そ
の
人
ら
し
い
暮
ら
し
を
支
え
て
い
く
た
め
に
、
住
民
と
専
門
職
の
協
働
に
よ
る
支

援
を
今
後
ど
の
よ
う
に
具
体
化
し
て
い
く
べ
き
か
。
本
稿
で
は
、
3
月
に
ま
と
め
た
調
査
研
究
報

告
書
の
ポ
イ
ン
ト
を
紹
介
す
る
。

専
門
的
援
助
と
住
民
主
体
の

福
祉
活
動
の
協
働
を
す
す
め

る
た
め
に

〜 

新
し
い
総
合
事
業
に
お
け
る 

要
支
援
者
等
へ
の
支
援
を
考
え
る

平
成
27
年
度
老
人
保
健
健
康
増
進
等
事
業

「
要
支
援
者
等
へ
の
支
援
に
お
け
る
専
門
的
援
助
と
住
民
主
体
の
福
祉
活
動

の
協
働
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
」
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専門的援助と住民主体の福祉活動の協働をすすめるために
～新しい総合事業における要支援者等への支援を考える特　集　2

い
の
ル
ー
ル
を
徹
底
す
る
。
ま
た
、
本
人
の

同
意
の
も
と
に
顔
の
見
え
る
範
囲
で
の
情
報

共
有
を
基
本
と
す
る
。

❺
協
働
の
効
果

⃝
�

住
民
と
専
門
職
が
参
加
す
る
事
例
検
討
を
通

し
て
、
専
門
職
だ
け
で
は
得
ら
れ
な
か
っ
た

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
サ
ポ
ー
ト
や
地
域
特
性

に
関
す
る
情
報
が
得
ら
れ
た
。
ま
た
、
住
民

の
視
点
で
の
発
言
に
ふ
れ
る
こ
と
で
専
門
職

に
気
づ
き
が
生
ま
れ
、
本
人
を
地
域
の
一
員

と
し
て
暮
ら
す
生
活
者
と
し
て
と
ら
え
直
す

こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。

⃝
�

住
民
が
専
門
職
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
が
あ
る
こ

と
を
実
感
し
た
り
、
病
気
や
障
害
の
特
性
を

知
る
こ
と
で
、
よ
り
積
極
的
に
支
援
に
関
わ

れ
る
と
い
っ
た
効
果
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

こ
れ
ら
の
協
働
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、

報
告
書
の
中
で
5
つ
の
事
例
に
即
し
て
整
理

し
て
い
る
。（
事
例
1
）

⑵  

専
門
職
と
住
民
の
協
働
を
推
進
す
る
基
盤

づ
く
り

住
民
の
理
解
を
す
す
め
る

⃝
�

住
民
主
体
の
福
祉
活
動
を
広
げ
て
い
く
た
め

に
は
、
制
度
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
だ
け
で
は
支
え

ら
れ
な
い
ニ
ー
ズ
が
あ
る
こ
と
や
、住
民
自
身
が

地
域
づ
く
り
に
参
加
し
て
い
く
こ
と
の
重
要

性
に
つ
い
て
理
解
を
す
す
め
る
必
要
が
あ
る
。

住
民
主
体
の
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充

⃝
�

ふ
れ
あ
い
・
い
き
い
き
サ
ロ
ン
な
ど
の
通
い
の

場
は
、比
較
的
取
り
組
み
や
す
い
活
動
で
あ
る
。

日
常
的
な
交
流
を
通
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
困
り

ご
と
に
も
気
づ
き
や
す
く
な
り
、
住
民
同
士

で
ち
ょ
っ
と
し
た
助
け
合
い
を
す
る
き
っ
か

け
と
な
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。

重
層
的
な
協
働
の
場
づ
く
り

⃝
�

住
民
と
専
門
職
が
地
域
で
の
生
活
課
題
や
個

別
の
支
援
に
つ
い
て
話
し
合
う
協
働
の
場
を

つ
く
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
第
1

層
（
市
町
村
域
）、
第
2
層
（
中
学
校
区
・
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
圏
域
）
だ
け
で
は
な

く
、
小
学
校
区
あ
る
い
は
町
内
会
・
自
治
会

と
い
っ
た
よ
り
小
地
域
レ
ベ
ル
も
含
め
た
重

層
的
な
仕
組
み
が
必
要
で
あ
る
。

住
民
参
加
に
よ
る
事
例
検
討
の
推
進

⃝
�

地
域
ケ
ア
会
議
や
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
へ

の
住
民
の
参
加
、
小
地
域
レ
ベ
ル
で
住
民
が

主
体
と
な
っ
て
地
域
で
の
支
援
に
つ
い
て
検

討
す
る
集
ま
り
の
組
織
化
な
ど
を
す
す
め
る
。

⃝
�

今
後
、
事
例
検
討
の
す
す
め
方
や
フ
ァ
シ
リ

テ
ー
タ
ー
の
役
割
に
関
す
る
検
討
、
事
例
検

討
用
シ
ー
ト
の
開
発
等
に
よ
り
取
り
組
み
や

す
く
効
果
的
な
実
施
方
法
を
標
準
化
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
。

行
政
計
画
へ
の
位
置
づ
け

⃝
�

社
協
と
し
て
は
、
行
政
と
も
連
携
し
、
高
齢

者
保
健
福
祉
計
画
・
介
護
保
険
事
業
計
画
に

も
こ
う
し
た
専
門
職
と
住
民
の
協
働
の
場
づ

く
り
を
盛
り
込
む
よ
う
働
き
か
け
て
い
く
ほ

か
、
中
長
期
的
な
地
域
づ
く
り
の
視
点
を

も
っ
て
地
域
福
祉
計
画
と
高
齢
者
保
健
福
祉

計
画
・
介
護
保
険
事
業
計
画
の
連
動
を
図
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

3
．
今
後
の
展
開

　

本
調
査
研
究
を
通
し
て
、
個
別
事
例
に
即
し

て
協
働
の
意
義
や
ポ
イ
ン
ト
を
整
理
す
る
と
と

も
に
、
要
支
援
者
等
へ
の
支
援
に
あ
た
っ
て
の

住
民
と
専
門
職
の
協
働
の
あ
り
方
に
関
し
て
さ

ま
ざ
ま
な
論
点
を
抽
出
し
、
議
論
を
す
る
こ
と

が
で
き
た
。

　

新
し
い
総
合
事
業
は
、
本
人
や
住
民
の
支
え

合
い
で
で
き
る
こ
と
を
再
評
価
し
、
地
域
の
力

を
も
う
一
度
取
り
戻
す
ひ
と
つ
の
チ
ャ
ン
ス
で

あ
る
。
ま
た
、
こ
の
取
り
組
み
を
通
し
て
、
要

支
援
者
本
人
の
選
択
の
幅
を
広
げ
、
自
立
し
た

生
活
に
向
け
た
よ
り
効
果
的
な
支
援
に
つ
な
げ

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
一
人
ひ
と
り
の
要
支
援
者

等
の
ニ
ー
ズ
を
丁
寧
に
見
て
い
き
、
住
民
と
専

門
職
の
協
働
に
よ
る
支
援
の
実
践
を
積
み
重
ね

て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
今
後
、
市

区
町
村
社
協
に
お
い
て
も
、
ま
ず
は
現
在
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
利
用
者
等
に

つ
い
て
改
め
て
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行
い
、
本
報

告
書
で
整
理
し
た
ポ
イ
ン
ト
も
参
考
に
し
つ
つ
、

住
民
と
一
緒
に
地
域
で
の
支
援
体
制
の
検
討
を

行
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

事例１：高齢障害者の地域における心地よい一人暮らしの継続をめざした事例

〈協働のポイント〉
・専門職が知識やスキルを活かして障害特性について伝えることで民生委員や近隣の住民にも本人の行動の背景が
　わかり、不安が解消されて積極的な見守りの姿勢が引き出された。
・事例検討を通して、民生委員は、自分ひとりで対応しなくても、多くの専門職がバックアップしてくれることを
　実感できた。
・住民と専門職の協働の前提として、専門職間の連携がはかられていることが重要。

・60歳代女性　要支援 2　知的障害あり
・10代から現在の借家で一人暮らし
・65歳になり介護保険に移行し主に入
　浴目的でデイサービスを利用
・隣家の人に早朝から大声で声をかける
　などして大家に苦情が寄せられた
・地域には、民生委員や近隣住民など気
　にかけてくれている人もいる

・専門職だけで行ってきた地域ケア会議に、担当地域の民生委員が参加し
　て今後の地域生活の継続に向けた話し合いを行った
・専門職から障害特性や本人にとってよりわかりやすいコミュニケーショ
　ン方法について助言
・表面的な行動だけ見ると「よくわからない迷惑な人」と受け止められてい
　たが、民生委員から「これからは安心して住民同士の見守りを続けてい
　ける」との指摘がなされた
・見方を変えれば、本人は毎日隣家の高齢者の安否確認をしている見守り
　の支援者として位置付けられるかもしれないという気づきが生まれた　
・事例検討をきっかけに、本人が利用している障害福祉サービス事業所と
　介護保険のデイサービスの連携が十分でなかったことが明らかになった

事例概要 検討結果

報
告
書
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

『
専
門
的
援
助
と
住
民
主
体
の
福
祉
活
動
の
協
働

を
進
め
る
た
め
に
〜
新
し
い
総
合
事
業
に
お
け

る
要
支
援
者
等
へ
の
支
援
を
考
え
る
』

h
ttp

://w
w

w
.s

h
a

k
yo

.o
r.jp

/re
s

e
a

rch
/ 

20160405_roujin.htm
l

・本人ができることを奪わず、「サービス・支援
　の受け手から担い手へ」と転換をはかる
・地域特性やインフォーマルな社会資源の状況
　をアセスメントする

アセスメント

・介護予防ケアマネジメント C（初回のみの介
　護予防ケアマネジメント）の活用
・住民主体の活動の特性を踏まえ、柔軟な対応
　ができるプラン作成が必要
・支援の必要性や住民が関わる意義について認
　識のすり合わせを丁寧に行う

ケアプラン

・アセスメントのための訪問を定期的に行って
　状況把握や評価につなげるなど、ヘルパーの
　役割発揮が期待される
・ケアマネジャーは必要に応じて住民のもとに
　出向いて利用者の状況を把握し、評価する
・住民が主体となって地域での支援を検討・調
　整する協議の場をつくる

モニタリング

図 1　各段階における協働のポイント
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は
じ
め
に

　

１
９
９
５
年
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
以
来
、

多
く
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
被
災
地
支
援
に
携

わ
り
、
２
０
０
４
年
の
新
潟
県
中
越
地
震
で

は
、
地
元
の
社
協
が
中
心
と
な
り
災
害
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
（
以
下
、
災
害
Ｖ
Ｃ
）

が
設
置
さ
れ
、
全
国
の
社
協
職
員
に
よ
る
応

援
体
制
の
整
備
と
職
員
派
遣
も
行
わ
れ
た
。

以
降
、
社
協
や
災
害
支
援
の
関
係
者
に
よ
っ

て
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
た
め
の
規
範

づ
く
り
と
、「
被
災
者
中
心
」「
地
元
主
体
」

「
協
働
」を
3
原
則
と
し
た
協
働
型
の
災
害
Ｖ

Ｃ
の
支
援
体
制
整
備
が
す
す
ん
だ
。

　

東
日
本
大
震
災
で
は
全
国
１
９
６
か
所
に

災
害
Ｖ
Ｃ
が
設
置
さ
れ
、
都
道
府
県
域
を
越

え
た
社
協
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
職
員
派
遣

が
な
さ
れ
た
。
ま
た
、
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
（
以
下
、
支

援
P
（
※
））
に
よ
る
災
害
Ｖ
Ｃ
へ
の
運
営
支

援
者
派
遣
や
、
必
要
な
資
機
材
・
支
援
物
資

な
ど
に
つ
い
て
の
支
援
も
大
規
模
に
展
開
さ

れ
、
災
害
時
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が
不
可

欠
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
改
め
て
広
く
国

民
が
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

　

全
社
協
で
は
、
平
成
27
年
度
に
「
災
害
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
の
運
営
支
援
の
あ
り

方
に
関
す
る
小
委
員
会
」（
以
下
、
調
査
委
員

会
）
を
設
置
し
、
今
後
の
災
害
Ｖ
Ｃ
運
営
支

援
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、

都
道
府
県
域
の
災
害
Ｖ
Ｃ
へ
の
支
援
や
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
あ
り
方
を
検
討
し
、
運
営
支
援

の
充
実
化
を
図
る
た
め
の
提
言
を
行
っ
た
。

　

以
下
は
そ
の
報
告
書
に
お
け
る
ま
と
め
、

提
言
部
分
の
抜
粋
で
あ
る
。

運
営
支
援
者
に
期
待
さ
れ
る 

5
つ
の
こ
と

　

災
害
Ｖ
Ｃ
の
運
営
を
支
援
し
て
き
た
方
々

の
経
験
知
を
共
有
し
て
得
た
示
唆
と
し
て
、

「
運
営
支
援
者
に
期
待
さ
れ
る
5
つ
の
こ
と
」

を
取
り
ま
と
め
、
そ
の
役
割
を
図
1
と
し
て

イ
メ
ー
ジ
化
し
た
。

1
．冷
静
に
俯
瞰
す
る

　

経
験
を
積
ん
だ
地
元
社
協
が
災
害
Ｖ
Ｃ

を
立
ち
上
げ
た
と
し
て
も
、
災
害
直
後
は

混
乱
す
る
の
が
常
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、

運
営
支
援
者
は
外
部
か
ら
の
客
観
的
な
視

点
で
被
災
地
の
状
況
を
見
立
て
る
必
要
が

あ
る
。
支
援
の
中
盤
で
は
支
援
フ
ェ
ー
ズ

ご
と
に
移
り
変
わ
る
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
、

全
体
を
俯
瞰
し
な
が
ら
自
身
の
役
割
を
見

出
し
、
終
盤
で
は
、
撤
収
後
の
復
興
を
見

据
え
た
中
長
期
的
な
視
点
に
立
っ
て
、
運

営
者
と
と
も
に
「
支
援
の
仕
組
み
」
を
地

元
に
残
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

2
．風
通
し
を
良
く
す
る

　

災
害
Ｖ
Ｃ
に
は
運
営
者
と
被
災
者
だ
け

で
は
な
く
、
外
部
の
支
援
団
体
も
多
数
集

ま
る
。
運
営
支
援
者
に
は
、
災
害
Ｖ
Ｃ
に

集
ま
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
た
ち
が
「
共
通
認

識
・
理
解
」
を
も
つ
た
め
の
サ
ポ
ー
ト
を

行
い
、
被
災
者
ニ
ー
ズ
と
支
援
者
の
マ
ッ

チ
ン
グ
を
促
す
な
ど
、
災
害
Ｖ
Ｃ
全
体
の

風
通
し
を
良
く
す
る
役
割
が
求
め
ら
れ
る
。

3
．地
元
を
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
す
る

　

災
害
Ｖ
Ｃ
の
運
営
主
体
は
地
元
社
協
で

あ
り
、
復
興
を
含
め
た
支
援
の
担
い
手
は

地
元
ス
タ
ッ
フ
で
あ
る
。
運
営
支
援
者
は

地
元
ス
タ
ッ
フ
が
最
大
限
に
能
力
を
発
揮

で
き
る
よ
う
に
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

事
情
や
地
元
の
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
引

き
出
し
、
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
視
点
で
地
元

中
心
の
支
援
体
制
を
構
築
す
る
よ
う
提
案

し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

4
．引
き
際
を
意
識
す
る

　

運
営
支
援
者
は
常
に
引
き
継
ぎ
を
意
識

し
な
が
ら
支
援
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
運

営
支
援
者
間
だ
け
で
な
く
、
被
災
支
援
そ

の
も
の
に
つ
い
て
は
運
営
者
へ
引
き
継
ぐ

必
要
も
あ
り
、
復
興
の
フ
ェ
ー
ズ
で
必
要

な
地
元
キ
ー
マ
ン
を
探
す
こ
と
も
重
要
で

あ
る
。
支
援
の
「
バ
ト
ン
パ
ス
」
の
意
識

を
も
っ
て
常
に
引
き
際
を
意
識
し
て
行
動

す
る
こ
と
が
、
運
営
支
援
者
に
は
求
め
ら

れ
る
。

5
．  あ
く
ま
で
黒
子
で
あ
る
こ
と
を
意
識

す
る

　

運
営
支
援
者
は
サ
ポ
ー
ト
役
で
あ
り
、

特　集　3

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
の

支
援
体
制
の
強
化
に
向
け
て

〜 
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
市
民
活
動
支
援
に
関

す
る
調
査
研
究
事
業

俯瞰的・鳥瞰的視点 虫の目の視点
生活者視点

ニュートラルな姿勢

アシスタント的
（黒子）

ネットワーカー
協働・連携促進力

現状の見極めと
展望を共に描く力

基本的な知識や経験則

関係性の構築力

図 1　運営支援者イメージ
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主
役
は
あ
く
ま
で
も
地
元
ス
タ
ッ
フ
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
自
分
自
身
の
「
支
援
の
成

果
」
に
固
執
し
な
い
よ
う
に
セ
ル
フ
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
を
行
い
、
地
元
ス
タ
ッ
フ
が
対

応
し
き
れ
な
い
部
分
に
つ
い
て
の
み
黒
子

に
徹
し
て
サ
ポ
ー
ト
す
る
意
識
を
も
つ
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。

都
道
府
県
域
に
お
け
る
災
害 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
へ
の 

支
援
体
制
の
強
化
に
向
け
て

　

調
査
委
員
会
で
は
、
都
道
府
県
域
（
以
下
、

県
域
）
に
お
け
る
支
援
の
あ
り
方
に
つ
い
て

の
検
討
も
行
っ
た
。

提
言
「
都
道
府
県
域
支
援
充
実
の
た
め
の

循
環
モ
デ
ル
」
の
提
案

　

県
域
に
お
け
る
災
害
Ｖ
Ｃ
へ
の
支
援
に
つ

い
て
は
、「
都
道
府
県
域
で
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
づ
く
り
」
や
「
都
道
府
県
域
で
の
支
援
体

制
と
外
部
調
整
」、「
広
域
で
の
支
援
体
制
に

係
る
人
材
育
成
」
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
充

実
・
強
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

　

こ
れ
ら
は
互
い
に
関
連
し
合
う
内
容
も
多

く
、
ま
た
、
日
頃
の
市
区
町
村
域
の
取
り
組

み
や
専
門
職
団
体
、
支
援
組
織
と
の
関
係
性

に
も
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ

ら
の
課
題
に
内
包
す
る
要
素
を
有
機
的
に
結

び
つ
け
た
循
環
モ
デ
ル
を
提
案
し
た
。（
図
2
）

⑴
日
常
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ

　

県
域
な
ら
で
は
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ

を
実
現
す
る
に
は
、
広
域
で
活
動
す
る
外

部
支
援
団
体
や
行
政
と
の
連
携
は
も
ち
ろ

ん
、
市
区
町
村
社
協
や
専
門
職
団
体
と
の

日
常
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
必
要

と
な
る
。
事
業
協
力
を
行
う
機
会
を
設
け

る
な
ど
、
都
道
府
県
社
協
と
外
部
支
援
組

織
、
都
道
府
県
社
協
と
市
区
町
村
社
協
の

接
点
を
増
や
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
機
会
が
増
し
、

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
強
化
さ
れ
て
い
く
こ
と

に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

⑵
外
部
支
援
団
体
や
市
区
町
村
社
協
の

特
性
把
握

　

外
部
支
援
団
体
や
市
区
町
村
社
協
と
の

接
点
が
増
え
る
こ
と
で
、
組
織
の
文
化
や

特
徴
、
組
織
に
所
属
す
る
人
を
知
る
こ
と

が
で
き
、
被
災
地
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
適
切

な
サ
ポ
ー
ト
や
支
援
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

シ
ョ
ン
を
行
い
や
す
く
な
る
。

⑶
役
割
分
担
の
明
確
化

　

外
部
支
援
団
体
と
市
区
町
村
社
協
の
特

性
を
活
か
し
た
災
害
時
の
役
割
分
担
を
よ

り
明
確
に
す
る
こ
と
で
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

シ
ョ
ン
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
わ
れ
、
地
元
主

体
の
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
確
立
さ
れ
る

こ
と
に
つ
な
が
る
。

⑷
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
定
期
的
な
見

直
し

　

時
間
の
経
過
に
よ
り
役
割
分
担
が
硬
直

化
し
た
り
形
骸
化
す
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。

単
に
日
常
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

続
け
て
い
く
だ
け
で
な
く
、
支
援
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
そ
の
も
の
を
定
期
的
に
見
直
す
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。

⑸
人
材
育
成

　

都
道
府
県
社
協
、
市
区
町
村
社
協
、
外

部
支
援
団
体
の
実
情
か
ら
、
災
害
時
に
必

要
な
支
援
人
材
が
見
え
、
育
成
の
あ
り
方

も
見
え
て
く
る
。
人
材
育
成
を
外
部
支
援

団
体
と
共
同
で
行
う
こ
と
は
、
お
互
い
を

理
解
し
合
う
だ
け
で
な
く
、
都
道
府
県
社

協
職
員
に
求
め
ら
れ
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

シ
ョ
ン
能
力
を
高
め
る
の
に
も
有
効
で
あ

る
。

⑹
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
人
材
の
活
躍

　

社
協
と
外
部
支
援
組
織
と
の
共
同
で
鍛

え
ら
れ
た
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
人
材
は
、
都

道
府
県
社
協
と
外
部
支
援
組
織
、
都
道
府

県
社
協
と
市
区
町
村
社
協
を
結
ぶ
キ
ー

パ
ー
ソ
ン
と
な
る
。
こ
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

ト
人
材
の
日
常
的
な
活
躍
こ
そ
が
、
⑴
で

示
し
た
日
常
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
を

加
速
さ
せ
て
い
く
。

　

ま
た
、
災
害
支
援
を
行
う
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
Ｎ

Ｇ
Ｏ
に
よ
る
全
国
域
で
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
組
織
化
す
る
動
き
が
あ
る
中
、
県
域
で

の
災
害
Ｖ
Ｃ
の
支
援
体
制
を
強
化
す
る
視

点
か
ら
期
待
さ
れ
る
役
割
と
し
て
、
①
県

域
で
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
・
運
用
の
働

き
か
け
と
情
報
交
換
の
場
の
設
定
、
②
県

の
防
災
会
議
等
に
出
席
し
て
情
報
共
有
で

き
る
よ
う
行
政
と
民
間
団
体
双
方
へ
の
働

き
か
け
、
③
県
域
支
援
を
行
う
人
材
育
成

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
づ
く
り
や
意
識
共
有
の
た

め
の
機
会
提
供
の
3
点
が
あ
げ
ら
れ
た
。

1．日常的なネットワーキング
　▪都道府県社協ならではの関係づくり
　▪恒常的な県域状況の把握・市区町村
　　社協サポート
　▪専門職種（有資格者）団体と市区町
　　村・地域・地元を結ぶ 3．役割分担の明確化

　▪組織の特性に応じた役割分
　　担の明確化
　▪地元主体の支援体制のコー
　　ディネート
　▪都道府県社協自らの主体的
　　な支援体制の構築

2．外部支援団体や市区
　　町村社協の特性把握

4．支援ネットワークの
　　定期的な見直し

5．人材育成
　▪都道府県社協と市区町村社協
　　のお互いの実情把握
　▪社協内部だけでなく外部支援
　　団体と連携した人材育成

6．コーディネート人材の日常
　　的な活躍を支え合い・磨き
　　合うネットワーキング

図 2　都道府県域支援充実のための循環モデル

※
支
援
P
：
被
災
地
主
体
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
に
寄
与
す
る
た
め
、
新
潟
中
越
地
震
の
検
証

作
業
を
契
機
に
、
設
置
さ
れ
た
。
そ
の
目
的
は
、

企
業
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
社
協
・
共
同
募
金
会
が
協
働
し
、

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
よ
り
円
滑
な
支
援

の
実
現
に
向
け
、
人
材
、
資
源
・
物
資
、
資
金

の
有
効
活
用
を
促
す
仕
組
み
づ
く
り
の
実
現
な

ど
、
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
環
境
整
備
を

め
ざ
す
こ
と
に
あ
り
、発
災
時
に
は
、「
人
」「
も

の
」「
資
金
」
に
関
す
る
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
へ
の
支
援
を
行
っ
て
い
る
。
支
援
P
を
構
成

す
る
多
様
な
セ
ク
タ
ー
の
メ
ン
バ
ー
は
、
社
協

が
災
害
Ｖ
Ｃ
を
担
う
こ
と
に
つ
い
て
賛
同
し
、

協
力
を
行
っ
て
き
て
い
る
。
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地
域
支
援
と
包
括
的
な
支
援
に 

取
り
組
む

　

東
海
村
社
協
（
以
下
、
村
社
協
）
は
、「
共

に
地
域
福
祉
活
動
を
進
め
る
対
等
な
パ
ー
ト

ナ
ー
」
で
あ
る
地
区
社
協
と
連
携
・
協
働
し
、

地
域
福
祉
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。

　

平
成
23
年
当
時
、
地
域
に
は
地
区
社
協
構

成
員
の
世
代
交
代
が
す
す
ま
ず
、
若
い
担
い

手
が
不
足
し
、
地
域
に
対
す
る
支
援
力
の
低

下
が
見
ら
れ
た
。
ま
た
、
介
護
だ
け
で
な
く

孤
立
や
生
活
困
窮
等
複
雑
化
す
る
課
題
に
対

応
す
る
た
め
、
今
ま
で
以
上
に
敏
感
に
地
域

の
ニ
ー
ズ
を
キ
ャ
ッ
チ
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
た
。

　

そ
こ
で
、
村
社
協
は
東
海
村
の
白
方
地
区

に
あ
る
2
階
建
て
の
民
家
に
小
規
模
多
機
能

ケ
ア
拠
点
「
縁
側
に
つ
ど
う
家
“
で
あ
い
”」

を
設
置
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
上
げ
た
。

話
し
合
い
の
中
で
は
、
職
員
か
ら
「
よ
り
身

近
な
地
区
か
ら
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
し
て
、
そ
こ

で
専
門
職
が
し
っ
か
り
と
地
域
を
支
え
て
い

く
必
要
が
あ
る
」「
一
人
ひ
と
り
が
地
域
で
暮

ら
し
続
け
る
た
め
の
支
援
を
包
括
的
に
行
う

仕
組
み
を
築
く
必
要
が
あ
る
」
と
い
っ
た
意

見
が
あ
り
、
地
域
支
援
と
要
援
護
者
を
包
括

的
に
支
え
る
仕
組
み
づ
く
り
に
取
り
組
む
こ

と
と
し
た
。「
で
あ
い
」は
こ
の
た
め
の
拠
点

や
ツ
ー
ル
で
あ
り
、
住
民
、
関
係
機
関
、
そ

し
て
行
政
が
連
携
し
た
仕
組
み
づ
く
り
・
地

域
づ
く
り
を
す
す
め
て
い
る
。

「
で
あ
い
」
開
設
ま
で
の
動
き

　

開
設
の
た
め
の
準
備
会
は
、「
で
あ
い
」
が

住
民
自
身
の
拠
点
で
あ
る
と
い
う
意
識
を

も
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
村
社
協
が
地
域
住

民
と
協
議
を
し
て
地
域
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
に

直
接
声
を
か
け
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。

　

子
育
て
世
帯
や
介
護
を
さ
れ
て
い
る
方
、

シ
ニ
ア
ま
で
幅
広
い
層
の
住
民
が
参
画
し
た

準
備
会
で
は
、
住
民
が
垣
根
な
く
交
流
し
て

つ
な
が
る
「
地
域
の
居
場
所
」
を
ど
の
よ
う

に
つ
く
っ
て
い
く
の
か
を
話
し
合
い
、
①
誰

も
が
気
軽
に
立
ち
寄
っ
て
交
流
で
き
る
「
縁

側
」、
②
地
域
の
サ
ロ
ン
活
動
・
会
合
・
趣
味

活
動
等
に
活
用
で
き
る
貸
室
・
庭
「
地
域
交

流
ス
ペ
ー
ス
」
の
2
つ
の
機
能
を
「
で
あ
い
」

に
盛
り
込
む
こ
と
と
し
た
。

　

ま
た
、
住
民
か
ら

「
地
区
に
は
就
園
前
の

子
ど
も
と
保
護
者
が
交

流
で
き
る
場
や
保
護
者

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
不

足
し
て
い
る
」
と
の
課

題
も
指
摘
さ
れ
た
こ
と

か
ら
、
保
育
士
資
格
を

も
つ
地
域
福
祉
推
進
員

を
配
置
し
、
地
区
の
子

ど
も
と
親
が
集
ま
る
親

子
教
室「
ポ
シ
ェ
ッ
ト
」

を
週
2
回
開
催
す
る
こ

と
が
決
ま
っ
た
。

　

こ
う
し
た
機
能
を
居

宅
介
護
支
援
事
業
、
訪

問
介
護
事
業
、
通
所
介

護
事
業
に
加
え
て
展
開

す
る
こ
と
と
し
、
平
成

25
年
10
月
に「
で
あ
い
」

を
開
設
。
そ
の
後
、
準

備
会
は
「〝
で
あ
い
〟
を

応
援
す
る
会
」
に
移
行

し
、
地
域
交
流
行
事
の

社協活動
最前線
東海村
社会福祉協議会

総合的な生活支援体制を
構築し、課題を抱える住民と
家族を支える

天日乾燥される「ほしいも」は冬の風物詩
生産量全国1位を誇る生産地

より身近な地域で支援する。住民が
地域で暮らし続けられるよう本人
と家族を包括的に支援する。東海村
社協は、この目的を実現するため、
小規模多機能ケア拠点「縁側につど
う家“であい”」を開設した。
同時に、生活課題が多様化・深刻化
する中で、村社協がこれまで培って
きたネットワークを活かした支援
を展開していく「総合的な生活支援
体制の構築」を推進し、課題解決に
取り組もうとしている。この2つの
動きを取材した。

社協データ
【地域の状況】（平成28年4月30日現在）
人　　口　　38,356人
世 帯 数　　15,598世帯
高齢化率　　23.23％

【社協の概要】（平成28年4月末）
理　　事　　  16人
評 議 員　　  46人
監　　事　　    2 人
職 員 数　　100人（正規職員26人、常勤 
嘱託・非常勤嘱託・臨時・パート職員74人）

【主な事業】
⃝法人後見受任・後見監督人受任事業
⃝日常生活自立支援事業
⃝地域包括ケアシステム推進事業
⃝地区社会福祉協議会支援事業
⃝福祉教育推進事業
⃝ボランティア市民センター事業　他

村社協職員
（地区社協担当）

居宅介護支援事業
ケアマネジャーが、介護や福祉の相談に対応
月～金曜日　午前8時半～午後5時15分　

地域交流スペースとして開放
毎日　午前9時～午後5時

介護保険事業
訪問介護事業　毎日　午前6時～午後9時
（ホームヘルプ）
通所介護事業　毎日　午前9時～午後4時
（デイサービス）

福祉・医療
などの
専門職員

立ち寄り・地域の縁側的機能
毎日　午前9時～午後5時

敷地庭を地域
交流スペース
として開放

地
域
住
民

管理者

“であい”
デイサービス
利用者の自宅

地域
ボラン
ティア

参加

訪問

通所

交流

利用・参加・相談
2F

1

4

2

3

3
1F

“であい”の運営組織
自治会、民生委員・児童委員、地区社協、高齢者クラブ、
地域住民、拠点利用者家族などで構成されています

「縁側につどう家“であい”」の運営組織
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企
画
や
運
営
上
の
課
題
の
意
見
交
換
等
を
続

け
て
い
る
。

助
け
あ
え
る
地
域
づ
く
り
に 

向
け
て

　

開
所
後
、
住
民
に
「
で
あ
い
」
を
知
っ
て

も
ら
う
た
め
、
村
社
協
の
職
員
は
積
極
的
に

地
域
に
働
き
か
け
を
行
っ
て
き
た
。
地
域
の

行
事
や
清
掃
活
動
に
参
加
し
、「
縁
側
に
つ

ど
う
家
“
で
あ
い
”
通
信
」
を
作
成
し
て
周

辺
地
域
に
配
布
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
活
動
を
継
続
す
る
こ
と
で
住
民

に
認
知
さ
れ
は
じ
め
、「
で
あ
い
」
で
開
催
す

る
行
事
に
、
よ
り
多
く
の
住
民
が
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
と
し
て
協
力
し
て
く
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

　

地
域
の
人
た
ち
も
徐
々
に
訪
れ
る
よ
う
に

な
り
、
縁
側
に
お
茶
飲
み
話
に
立
ち
寄
っ
た

り
、
趣
味
活
動
に
集
ま
っ
た
り
、
子
育
て

サ
ー
ク
ル
の
会
合
も
行
わ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
近
隣
の
保
育
所
に
「
一
緒
に
何
か

し
よ
う
」
と
呼
び
か
け
た
と
こ
ろ
、
園
児
た

ち
が
遊
び
に
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
園
児
と

高
齢
者
の
交
流
の
場
と
な
っ
て
い
る
ほ
か
、

園
児
を
通
し
て
高
齢
者
と
親
と
の
つ
な
が
り

が
構
築
さ
れ
、
地
域
に
よ
る
高
齢
者
へ
の
日

常
的
な
見
守
り
活
動
へ
の
関
心
が
高
ま
り
つ

つ
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
で
あ
い
」
で
は
、
園
児
、

親
子
、
住
民
、
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る

人
が
交
流
し
、
多
世
代
の
ふ
れ
あ
い
や
つ
な

が
り
を
育
ん
で
い
る
。

社
協
全
体
で
利
用
者
支
援
に 

あ
た
る

　

村
社
協
で
は
、「
で
あ
い
」
で
の
実
践
を
活

か
し
て「
総
合
的
な
生
活
支
援
体
制
の
構
築
」

に
向
け
た
検
討
を
す
す
め
て
い
る
。
こ
の
動

き
は
、
生
活
課
題
が
多
様
化
・
深
刻
化
す
る

中
、
村
社
協
が
自
ら
の
総
合
相
談
の
現
状
を

検
証
し
て
必
要
な
体
制
を
考
え
て
い
く
動
き

か
ら
始
ま
っ
た
（
平
成
27
年
度
に
1
年
か
け

て
検
証
と
課
題
解
決
に
向
け
た
対
応
協
議
を

実
施
）。

　

検
証
の
結
果
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
①

住
民
活
動
か
ら
の
キ
ャ
ッ
チ
力
が
弱
い
、
②

制
度
の
狭
間
に
あ
る
生
活
課
題
を
見
落
と
し

て
い
る
可
能
性
が
あ
る
、
③
総
合
相
談
に
対

す
る
組
織
全
体
で
の
共
通
認
識
が
不
足
し
て

い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
課
題
へ
の
取
り
組
み
の
ひ
と

つ
が
、
事
業
利
用
者
情
報
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

化
し
て
共
有
す
る
「
地
域
生
活
支
援
シ
ス
テ

ム
」
を
活
用
し
た
チ
ー
ム
ア
プ
ロ
ー
チ
の
実

践
で
あ
る
。
今
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
係
で

管
理
し
て
い
た
ケ
ー
ス
記
録
の
管
理
を
一
元

化
・
共
有
化
す
る
こ
と
で
、
①
相
談
者
や
利

用
者
へ
の
組
織
的
対
応
に
よ
る
支
援
、
②
多

職
種
が
連
携
す
る
チ
ー
ム
ア
プ
ロ
ー
チ
、
③

本
人
・
世
帯
の
複
合
ニ
ー
ズ
の
発
見
・
支
援
、

④
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
を
通
じ
た
支
援
等
に
つ

な
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
担
当
が
い

な
け
れ
ば
対
応
で
き
な
い
と
い
う
状
況
が
打

開
で
き
、
村
社
協
全
体
で
素
早
い
利
用
者
支

援
を
展
開
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

社
協
の
使
命
を
果
た
し
て
い
く

　

現
在
、
生
活
困
窮
者
へ
の
支
援
と
し
て
、

「
で
あ
い
」の
畑
で
獲
れ
た
野
菜
を
届
け
る
取

り
組
み
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
活
動
を

通
し
て
、
生
活
困
窮
者
支
援
へ
の
住
民

の
理
解
が
広
ま
り
つ
つ
あ
り
、
食
材
の

提
供
等
の
協
力
が
得
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
今
後
は
、
支
援
が
必
要
な
方

を
「
で
あ
い
」
に
招
き
、
食
事
の
提
供

や
居
場
所
づ
く
り
な
ど
の
支
援
の
充
実

を
考
え
て
い
る
。

　
「
個
別
支
援
で
把
握
し
た
問
題
を
地

域
へ
の
取
り
組
み
へ
つ
な
げ
て
い
く
。

地
域
で
把
握
し
た
問
題
を
個
別
の
支
援

に
つ
な
げ
て
い
く
。
こ
れ
を
常
に
循
環

さ
せ
て
い
く
体
制
を
つ
く
っ
て
い
く
こ

と
が
目
標
で
す
」
生
活
支
援
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
係
長
の
古
市
こ
ず
え
さ
ん
は
こ

の
よ
う
に
話
す
。

　
「
で
あ
い
」に
つ
な
が
っ
た
住
民
か
ら

は
、「
ふ
れ
あ
う
場
が
あ
る
」「
つ
な
が
り
が

で
き
た
」「
地
域
の
拠
点
に
専
門
職
が
い
る
か

ら
安
心
感
だ
」
と
い
っ
た
声
が
あ
る
。

　

今
後
の
重
点
目
標
は
、
地
区
の
住
民
同
士

が
つ
な
が
り
を
築
き
、
支
え
合
え
る
よ
う
、

協
働
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
に
あ
る
と
い
う

こ
と
だ
。

　
「『
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
す
き
ま
を
埋
め
て
い

く
。
手
が
届
か
な
い
す
き
ま
に
も
幸
せ
を
』

こ
れ
は
村
社
協
の
使
命
で
あ
り
、
社
協
ら
し

い
活
動
で
支
援
し
て
い
き
た
い
」
と
事
務
局

次
長
の
澤
井
正
雄
さ
ん
は
話
す
。
村
社
協
は

住
民
の
生
活
課
題
に
密
着
し
た
伴
走
型
の
支

援
の
強
化
や
支
え
合
え
る
地
域
づ
く
り
に
、

住
民
や
関
係
者
・
関
係
機
関
と
連
携
し
て
取

り
組
ん
で
い
く
。

東海村（茨城県）
東海村は茨城県北部に位置しており、農村地域、新興住宅地、工業地域が混在する。村内6地区（小学校区）には
地区社協が組織され、サロン活動、見守りネットワーク事業、食事会活動、子育て支援等を展開している。

「縁側につどう家“であい”」の外観

東海村社協生活支援ネットワーク係の皆さん
前列中央が澤井事務局次長、前列右が古市係長
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は
じ
め
に

　

三
重
県
伊
勢
市
（
以
下
、
市
）
は
、
三
重
県

南
東
部
に
位
置
す
る
。
人
口
は
約
13
万
人
、
高

齢
化
率
は
29
・
5
％
、
面
積
は
２
０
８
㎢
、
伊

勢
神
宮
が
あ
り
、
伊
勢
志
摩
サ
ミ
ッ
ト
の
国
際

メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
が
設
置
さ
れ
た
市
で
あ
る
。

太
平
洋
に
面
し
た
伊
勢
湾
に
隣
接
し
て
お
り
、

東
海
・
東
南
海
地
震
が
発
生
し
た
場
合
は
最
大

震
度
7
、
津
波
は
最
短
40
分
で
到
達
す
る
と
想

定
さ
れ
て
い
る
。
伊
勢
市
社
会
福
祉
協
議
会（
以

下
、
本
会
）
で
は
、
平
成
26
年
6
月
に
伊
勢
市

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
（
以
下
、
ボ
ラ
セ
ン
）

の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に
あ
わ
せ
て
伊
勢
市
災
害
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
（
以
下
、
災
害
ボ
ラ
セ

ン
）
を
常
設
型
と
し
て
設
置
し
た
。

常
設
型
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

設
置
の
経
緯

　

東
日
本
大
震
災
後
、
市
の
地
域
防
災
計
画
に

明
文
化
さ
れ
て
い
る
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
受
け

入
れ
」
に
つ
い
て
、
市
の
担
当
部
局
と
協
議
を

重
ね
、「
伊
勢
市
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン

タ
ー
設
置
・
運
営
マ
ニ
ュ
ア
ル
」（
以
下
、
マ

ニ
ュ
ア
ル
）
を
策
定
。
平
成
24
年
1
月
に
「
災

害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
の
設
置
と
運
営
等

に
関
す
る
協
定
書
」
を
締
結
し
た
。
そ
の
時
点

の
災
害
ボ
ラ
セ
ン
は
常
設
型
で
は
な
く
、
ボ
ラ

セ
ン
を
担
当
す
る
職
員
も
他
の
地
域
福
祉
業
務

を
兼
務
す
る
職
員
体
制
で
あ
っ
た
。

　

平
成
24
年
2
月
に
は
、
本
会
の
災
害
時
に
お

け
る
職
員
行
動
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
策
定
し
、
本
会

職
員
の
非
常
参
集
体
制
を
確
立
。
ま
た
、
災
害

発
生
時
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
受
け
入
れ
る
に
は
、

事
前
に
関
係
機
関
や
団
体
と
の
連
携
づ
く
り
が

必
要
で
あ
る
と
の
観
点
か
ら
、
平
成
24
年
度
に

伊
勢
市
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
連
絡
会

を
発
足
し
た
。

　

そ
の
後
、
本
会
の
地
域
福
祉
事
業
財
源
を
活

か
し
、
乳
幼
児
や
小
学
生
の
親
子
を
対
象
に
防

災
教
室
や
地
域
防
災
力
向
上
講
演
会
を
開
催
。

市
と
協
働
し
て
災
害
ボ
ラ
セ
ン
の
運
営
訓
練
を

行
い
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
検
証
と
見
直
し
を
図
っ

て
い
る
。

　

平
成
25
年
度
よ
り
市
行
政
か

ら
災
害
ボ
ラ
セ
ン
事
業
の
財
政

的
支
援
を
得
て
、「
特
定
非
営

利
活
動
法
人
日
本
災
害
救
援
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」

と
協
働
し
、
伊
勢
市
災
害
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

養
成
講
座
を
開
催
し
て
い
る
。

常
設
で
あ
る
こ
と
の
意
義

　

平
成
26
年
度
に
市
行
政
と
協

働
策
定
し
た
第
2
次
伊
勢
市
地

域
福
祉
計
画
・
地
域
福
祉
活
動

計
画
に
お
い
て
、
地
域
福
祉
を

推
進
す
る
施
策
と
し
て
地
域
住

民
力
の
発
掘
と
支
援
を
強
化
す

る
た
め
、
地
域
福
祉
課
の
デ
ス

ク
か
ら
独
立
し
て
ボ
ラ
セ
ン
を

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
し
、
同
時
に
災
害
ボ

ラ
セ
ン
を
常
設
化
し
た
。

　

平
時
か
ら
地
域
の
方
々
や
関
係
者
に
災
害
ボ

ラ
セ
ン
を
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
、
災
害
時
を
想

定
し
た
訓
練
や
人
材
養
成
に
つ
い
て
市
民
と
と

も
に
学
び
合
う
場
を
つ
く
り
、市
と
社
協
、Ｎ
Ｐ

Ｏ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
等
、
お
互
い
の
「
顔
が

見
え
る
関
係
」
づ
く
り
な
ど
の
受
援
力
を
高
め

る
視
点
か
ら
、
災
害
ボ
ラ
セ
ン
の
常
設
化
は
必

要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

立
ち
上
げ
の
留
意
点
や
組
織
体
制

　

市
か
ら
事
業
費
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
（
正
規
職
員
分
）
の
人
件
費
の
財
政

支
援
を
受
け
、
セ
ン
タ
ー
長
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
3
名
（
正
規
職
員
2
名
、

嘱
託
職
員
1
名
）
で
運
営
し
て
い
る
。

　

セ
ン
タ
ー
長
は
地
域
福
祉
課
長
が
兼
務
し
て

い
る
が
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

は
常
勤
専
従
し
て
お
り
、
ボ
ラ
セ
ン
の
業
務
も

担
っ
て
い
る
。

　

社
協
が
主
体
で
運
営
す
る
常
設
型
の
災
害
ボ

ラ
セ
ン
を
立
ち
上
げ
る
場
合
の
留
意
点
と
し
て
、

そ
の
市
区
町
村
で
策
定
さ
れ
て
い
る
地
域
防
災

計
画
に
お
い
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
受
け
入
れ

を
ど
の
機
関
が
担
う
の
か
が
示
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
市
区
町
村
社

協
が
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
の
目
的
と

非
常
時
の
連
携
体
制
を
い
か
に
考
え
る
か
が
、

災
害
ボ
ラ
セ
ン
の
常
設
化
を
考
え
る
ス
タ
ー
ト

ラ
イ
ン
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

次
回
は
、「
常
設
型
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ

ン
タ
ー
」
の
機
能
等
に
つ
い
て
述
べ
る
。

�

（
伊
勢
市
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
）

伊勢市災害ボランティアセンター常設化への取り組み

平成24年 1月・�災害ボランティアセンターの設置と運営等に関
する協定を締結

　　　　　      ・�災害ボランティアセンター設置・運営マニュア
ル策定

平成24年 2月・�災害時における職員行動マニュアル策定
平成24年 7月・�災害ボランティアセンター連絡会の設置
平成24年 8月・�防災教室や地域防災力向上講演会の開催
平成25年 1月・�災害ボランティアセンター設置・運営訓練の実

施
平成25年 4月・�市行政からの財政的支援の開始
平成25年12月・�災害ボランティアコーディネーター養成講座の

開催
平成26年 6月・�他地域での災害ボランティア情報の提供開始
平成26年 9月・�丹波市災害支援活動の実施（ボランティアバス

などの運行）
平成27年 3月・�事業継続計画（BCP）の策定
平成28年 1月・�行政が実施する災害対策本部設置・運営図上訓

練に参加
平成28年 2月・�災害ボランティアコーディネータースキルアッ

プ研修会開催

災
害
に
備
え
る
地
域
づ
く
り
第 4回

　
「
災
害
に
備
え
る
地
域
づ
く
り
」
第
1
弾
で
は
、
大
規
模
災
害
時
の
社
協
に
お
け
る
事
業
継
続
計

画
（
Ｂ
Ｃ
Ｐ
）
か
ら
、
緊
急
時
地
域
活
動
継
続
計
画
（
Ｄ
Ｃ
Ｐ
）
策
定
へ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
紹

介
し
た
。
第
2
弾
は
、「
常
設
型
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
」
を
設
置
し
、
地
域
の
受
援
力
を

高
め
る
活
動
を
行
う
、
伊
勢
市
社
会
福
祉
協
議
会
の
取
り
組
み
を
3
回
に
渡
り
紹
介
す
る
。

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
の

常
設
化
に
向
け
て

伊
勢
市
社
会
福
祉
協
議
会
（
三
重
県
）

（1）
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　平成 28 年熊本地震で被災された
皆さまに、心よりお見舞い申しあげ
ます。
　現地のニーズは徐々に変化してお
り、状況に応じた支援が引き続き必
要となります。どうぞご協力いただ
きますようお願いいたします。
　さて、ノーマ社協情報を作成する

地域福祉部の職員体制が、今年度大
きく変わることとなりました。部が
一丸となって精一杯情報をお伝えし
てまいりますので、どうぞよろしく
お願いいたします。平成 28 年度よ
り施行された新社会福祉法への対応
等についても、適宜ご報告いたしま
す。（志）

編

集

後

記

全国社会福祉協議会　中央福祉学院
社会福祉主事資格認定通信課程（民間社会福祉事業職員課程）

秋期コース 2016（平成 28）年度　受講者募集
受講期間：�2016（平成 28）年 10 月～ 

2017（平成 29）年 9 月
学習内容：�自宅学習によるレポート作成（16 科目）、年

4 回提出と、ロフォス湘南で開催する面接授
業（5 日間）により行います。また、修了見
込者に対しては修了テストを年度末に実施し
ます。

受　講　料：�87,400 円（テキスト・教材費、面接授業料、
添削指導料を含む。消費税込額）

　　　　　※面接授業時の交通費・宿泊費等は別途

受講資格：①�社会福祉事業（社会福祉法に基づく第1種・
第 2 種社会福祉事業）の届出をした施設・
事業所、あるいは介護保険法に基づく介護
保険事業者の指定を受けた施設・事業所に
従事していること

　　　　　②�受講期間中、お申し込み時の所属法人に勤
務していること

　　　　　③�業務と並行して受講することについて所属
長の承認が得られること

申込締切：�平成 28 年 6 月 30 日（木）【当日消印有効】
　　　　　‌�※定員に達した場合は、募集を打ち切ることがあります

申込方法：�「受講案内・申込書」は、中央福祉学院ホーム
ページ http://www.gakuin.gr.jp/よりダウン
ロードまたは、下記問い合わせ先までご請求
下さい。お申し込みの際には、所属長名のご
記入および所属長公印を押印のうえ郵送にて
お申し込みください。

問合せ先：�全国社会福祉協議会 
中央福祉学院　社会福祉主事係

　　　　　〒 240-0197
　　　　　神奈川県三浦郡葉山町上山口 1560-44
　　　　　TEL 046-858-1355　FAX 046-858-1356
　　　　　中央福祉学院ホームページ
　　　　　http://www.gakuin.gr.jp/

全国社会福祉協議会　地域福祉部
平成 28年度　職員体制

　全社協地域福祉部の平成 28 年度職員体制をお知らせ
いたします。今年度は下記のメンバーで業務に取り組ん
で参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

平成 28年度　日常生活自立支援事業
専門員実践力強化研修会Ⅰ　開催のお知らせ

　日常生活自立支援事業に従事する、新任の専門員を対
象に開催する「専門員実践力強化研修会Ⅰ」の参加者を
募集しています。
　開催要綱は各基幹的社会福祉協議会に郵送にてお知ら
せしています。
　定員になり次第締め切りとさせていただきますので、
ご希望の方はお早めにお申し込みください。

開　催　日：平成 28 年 7 月 14 日（木）～15 日（金）
会　　場：全国社会福祉協議会　灘尾ホール
定　　員：250 名
締　　切：平成 28 年 6 月 27 日（月）
問合せ先：�全国社会福祉協議会　地域福祉部 

（担当：桑原・三輪）
　　　　　TEL 03-3581-4655

インフォメーション

部　長　高橋　良太 参　事　桑原　信人
副部長　藤咲　宏臣 部　員　高橋　広弥
副部長　平井　庸元 部　員　志村　宏祐
参　事　水谷　詩帆 部　員　三輪　波留加
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P.12 ●社協活動最前線
東海村社会福祉協議会（茨城県）
総合的な生活支援体制を構築し、
課題を抱える住民と家族を支える

●災害に備える地域づくり〔第4回〕
伊勢市社会福祉協議会（三重県）①
災害ボランティアセンターの常設化に向けて

●　　　 明日への一歩～ノーマインタビュー～
明治学院大学
社会学部社会福祉学科教授　新保 美香氏
「その人らしく」を第一に考えた支援を
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明日への明日への
一歩一歩～ノーマインタビュー～

先生は専門分野として公的扶助を研究されていま
すが、昨年度開始された生活困窮者自立支援制度
をどのようにとらえていらっしゃいますか。

　生活保護は最後のセーフティネットと言われていま
すが、生活困窮者自立支援制度が開始される以前は、
そのセーフティネットから抜け落ちる方が大勢いらっ
しゃいました。平成 27 年度に実際に制度が施行され
てからは、個別の相談を丁寧に受け止め、家計相談支
援や就労準備支援など任意事業との一体的な支援を行
い、新たな資源開拓、地域づくりまで行うなどきめ細
かな取り組みがみられています。この制度ができたこ
とで、狭間に落ちてしまう可能性があった方にも、自
立に向けて包括的な支援が提供されるようになると認
識しています。
　また、制度の目標として、①生活困窮者の自立と尊
厳の確保、②生活困窮者支援を通じた地域づくり の
2 点があげられていますが、「尊厳の確保」の文言が
入った意味は大きいと感じています。残念ながら、「生
活困窮に至る原因は自身の責任によるもの」「努力が
たりない」というレッテルを貼られ、当事者が声をあ
げられない現状があります。「尊厳の確保」は重要で
あり、専門職も、このことを改めて意識する必要があ
ります。

社協の取り組みについてどのように感じていらっ
しゃいますか

　この制度が地域を良く知る社協の実践につながった

ことは大変心強く感じています。生活困窮者支援に積
極的に取り組まれ、その効果も徐々に出始めているの
ではないでしょうか。社協のもつネットワークの強み
を活かしながら、SOS を発する人と地域の資源との
架け橋になっていただきたいと思います。

生活困窮者支援制度人材養成研修の講師をお務め
いただいておりますが、研修のポイントをお聞か
せください。

　この研修は、これまでにない新しい支援を担う人材
を養成するもので、実践者、学識経験者、厚生労働省、
全国社会福祉協議会など、多様な立場、経験をもつ人
たちが力を合わせて企画しました。
　講義では、「支援を行う際、その人のもつ課題の解
決ばかりをゴールと考えていないか」ということを投
げかけます。支援の本当の目的は一人ひとりの自己実
現であると考えているからです。
　また、ともすれば、既存の制度や資源をコーディ
ネートすることが支援であると考えてしまいがちで
す。しかし、この制度は「人が人を支援する」ことを
基本としており、既存の枠組みにとらわれず、新しい
つながりや、地域の資源をつくり出すことが重要であ
ることも、研修では繰り返しお伝えしています。
　研修での学びや人とのつながりが、社協職員の皆さ
んを含め、受講者の皆さんの地域で実践に結びつくこ
とを願っています。

I N T E R V I E W  # 0 1

新
しん

保
ぼ

 美
み

香
か

氏
明治学院大学社会学部社会
福祉学科教授。専門は公的
扶助論。生活困窮者自立支
援制度人材養成研修の講師
を務め、貧困・低所得世帯
に対するソーシャルワーク
実践のあり方を追求する。

新
連
載
「
明
日
へ
の
一
歩
～
ノ
ー
マ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
福
祉
活
動
に
関
わ
る
方
々
の
取
り
組
み
や
、
社
会
福
祉
協
議
会
へ
の
期
待
な
ど
を
伺
い
ご
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

「その人らしく」を第一に
考えた支援を

平成27年4月に生活困窮者自立支援制度が開始され、
1年が経過しました。公的扶助を専門に研究される新
保さんに、制度に対する考えと、この制度における社
協への期待をお聞きしました。

聞き手：全国社会福祉協議会 地域福祉部長　高橋良太
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